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序     文 
 

日本国政府は、ベトナム社会主義共和国政府の要請に基づき、ベトナム社会主義共和国「全国

水環境管理能力向上プロジェクト」を実施することを決定しました。 

独立行政法人国際協力機構は、技術協力の実施に先立ち、本件協力を円滑かつ効果的に進める

ため、当機構の地球環境部環境管理グループ環境管理第一課長鈴木和哉を団長とする詳細計画策

定調査団を2009年2月24日から3月21日まで現地に派遣しました。 

調査団は本件の背景を確認するとともに、ベトナム政府の意向を聴取し、かつ現地踏査の結果

を踏まえ、技術協力に関する合意文書に署名しました。 

本報告書は、今回の調査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している技術協力に資

するために作成したものです。 

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 
平成21年4月 
 

独立行政法人 国際協力機構 
地球環境部長 中川 聞夫 
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第１章 詳細計画策定調査の概要 
 
１－１ 要請の背景 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）においては、近年の飛躍的な経済成長に

伴う工業化、都市化により、ハノイ、ホーチミン等の主要都市ならびに地方都市において、未処

理の産業排水、生活排水等の流入による河川、湖、運河等の汚染が深刻な問題となっている。 
このような状況下、ベトナム政府は1994年に環境保護法を施行（2006年に改正）し、水、大気、

廃棄物等に係る環境基準を整備したほか、環境にかかる国家的管理を強化することを目的に、2002
年に天然資源環境省（Ministry of Natural Resources and Environment：MONRE）を設立した。その
翌年には、2010年までに取り組むべき環境課題と、2020年に向けた方向性を示す「国家環境保全
戦略」を策定するとともに、汚水処理にかかる政令（Decree No. 67）や企業から出される汚染にか
かる政令（Decree No. 64）を作成するなど、実施細則や罰則規定の整備も進めている。さらに、2006
年に国家支出の最低1％を環境保護予算に割りあてることを決めるなど、財源確保にも努めている。 
その一方で、環境管理を主管するMONREならびに地方省天然資源環境局（Department of Natural 

Resources and Environment：DONRE）は人員、人材、予算の不足や、適切な環境管理に必要な経験、
技術力が不足しているなど、行政の管理能力が十分備わっていないことから、政策の効果的な実

施が困難な状況となっている。こうした背景からベトナム政府は、わが国に対し、MONRE、DONRE
の水環境管理行政にかかる能力強化について技術協力の支援を要請した。 
 
１－２ 調査の目的 

2008年7月からMONREに派遣している個別専門家（環境管理政策アドバイザー）が、複数の
DONREを訪問し、水環境管理における現状・DONREが抱えている課題について調査を行い、また
MONREとも意見交換を行っている。これまでの調査と意見交換の結果を踏まえ、以下の活動を行
うことを目的とする。 
・対象として絞り込んだ地方都市（ハノイ、ハイフォン、ホーチミン、バリアブンタウ、フエ）

における水環境の汚染状況とDONREの汚染源対策の取り組みの詳細、MONREが取り組むべき
課題の現状・内容について確認、分析を行い、5項目評価の観点から、先方の要請内容、本格協
力の骨子、妥当性を確認する。 

・上記内容を反映したプロジェクト目標、成果、活動及び投入の協議を行いPDM（案）、PO（案）、
討議議事録（Record of Discussion：R/D）（案）及び協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）（案）
を作成し、M/Mを署名する。 

 
１－３ 調査団の構成 

担 当 氏 名 所  属 

総括 鈴木 和哉 JICA地球環境部環境管理グループ環境管理第一課 課長 

水環境政策 今井 千郎 JICA 国際協力専門員 

水環境管理戦略 山本 充弘 （社）海外環境協力センター 参与 

評価分析 十津川 純 佐野総合企画株式会社 

水環境管理計画 亀海 泰子 国際航業株式会社 

協力企画 川田 亜希子 JICA地球環境部環境管理グループ環境管理第一課 調査役 
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１－４ 調査日程 

Date 
総括 

鈴木 和哉 
協力企画 
川田 亜希子 

水環境管理
山本氏 

水環境行政
今井専門員

評価分析 
十津川 淳 

水環境管理計画 
亀海 泰子 

2009/2/24 火     11:00 成田 → 15:10 ハノイ（JL5135） 

2009/2/25 水 
    JICA表敬 

松澤専門家との打合せ 
水環境分野の専門家からの情報収集 

2009/2/26 木 
    9:00 World Bank 

10:00 CIDA 
13:30 SEMLA 

2009/2/27 金 
    9:00 大使館表敬 

10:30 ローカルコンサルタント（COCOMO）調査
14:00 ローカルコンサルタント（LPSD）調査 

2009/2/28 土     現地視察、追加調査 
2009/3/1 日     現地視察、追加調査 

2009/3/2 月 
    9:00 MONRE（国際協力局（ICD）、VEA、DWRM）

との打合せ 
18:45 ハノイ → 19:55 フエ（VN247） 

2009/3/3 火 
    9:00 フエ人民委員会 

10:00 フエ DONRE 

2009/3/4 水 
    9:10 フエ→ 10:30 ホーチミン（VN251） 

バリアブンタウに移動 

2009/3/5 木 
  10:30 成田 → 

14:55 ホーチミン 
（JL5133） 

8:30 バリアブンタウ人員委員会 
9:30 バリアブンタウ DONRE 

2009/3/6 金 
  8:30 ホーチミン人民員会 

9:30 ホーチミン DONRE・環境警察 
現場視察 

2009/3/7 土   11:30 ホーチミン → 13:30 ハノイ（VN218） 
2009/3/8 日   PDM、PO（案）検討 

2009/3/9 月 
  9:00 MONREとの意見交換 

14:00 ベトナム環境保全基金訪問 
15:30 水環境分野専門家との意見交換 

2009/3/10 火 
  8:30 ハノイ人民委員会 

9:30 ハノイ DONRE 
現場視察 

2009/3/11 水 
11:00 成田 → 13:55 香港（NH909）
14:55 香港 → 15:55 ハノイ（VN791）

8:30 ハイフォン人民委員会 
9:30 ハイフォン DONRE・環境警察 

現場視察 

2009/3/12 木 
8:30 内部打合せ（JICA事務所） 

14:00 MONREとの協議 

2009/3/13 金 
9:00 計画投資省表敬 

10:00 団内打合せ 
15:00 都市水環境プログラムにかかる意見交換（JICA事務所） 

2009/3/14 土 PDM、PO検討作業 
2009/3/15 日 M/M、PDM、PO作成作業 

2009/3/16 月 
8:30 M/M、R/D作成（JICA事務所） 

14:00 MONRE・DONRE M/M協議 

2009/3/17 火 
9:00 M/M、R/D作成（JICA事務所） 

13:30 M/M、R/D最終化作業 
16:00 MONRE・DONRE M/M協議 

2009/3/18 水 
8:30 M/M、R/D作成（JICA事務所） 

14:00 MONRE・DONRE M/M協議 
9:00 MONRE・DONREとの協議 

15:00 大使館報告 
16:30 M/M署名 
18:00 事務所報告 

2009/3/19 木 

23:30 ハノイ発（JL756）→  

2009/3/20 金 → 05:35 関西空港 6:45 関西空港 → 7:55 羽田着（JL172）
追加調査 

23:55 ハノイ発（JL752）→ 
2009/3/21 土  06:45 成田着 
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１－５ 協議概要 

先方と協議を開始した時点では、組織内で人の異動、組織体制の変更により、MONRE内で本プ
ロジェクトの要請について引き継ぎ、共有が十分されておらず、対象DONREの追加（タイビン、
ハナン、ラムドン）やMONREへの協力の追加等、先方からこれまでの調整において触れられてい
ない新たな要請が出されたりしたものの、詳細計画策定調査に向けた準備や背景等を説明したと

ころ、先方は理解し、対処方針会議時に作成したPDM素案に沿った内容で大枠合意し、ミニッツ
署名を3月19日午後に行った。3月19日午前には、対象DONREであるハノイ、ハイフォンからも
DONREが会議に出席し、活動内容について共有を行った（その他のフエ、ホーチミン、バリアブ
ンタウはスケジュールの関係で欠席）。 
技術協力のスキームや先方負担行為等についても、先方に十分説明し、理解を得ることができ

た。 
 
プロジェクトの概要 
プロジェクト目標  
MONRE及び対象DONREの水環境管理にかかる行政執行能力＊が強化される。 
＊本能力が包含する意味は以下のとおりである。 
1）MONREにおける政策・制度立案能力ならびに情報管理・活用能力 
2）対象DONREにおける水汚染対策執行能力、対策策定能力、環境啓発活動実施能力、情報管理・
活用能力 

成果  
1）執行性の高い水環境管理政策・政策手段を立案するMONREの能力が向上する。 
2）対象各DONREにおける基本的な水汚染対策執行能力（環境モニタリング、汚染源インベントリ、
汚染源インスペクション）が強化される。 

3）対象DONREにおける効果的な水汚染対策を策定する能力が強化される。 
4）対象DONREの市民、産業界に対する水環境の啓発能力が強化される。 
5）MONRE・DONREの情報の管理・活用能力が強化される。 
先方実施機関  
・天然資源環境省（MONRE） 
・対象地方省の天然資源環境局（DONRE） 

対象地方省：北部 ハノイ、ハイフォン 
中部 フエ 
南部 ホーチミン、バリアブンタウ 

 
プロジェクト期間 3年間 
 
プロジェクト活動  
1-1 国レベルの環境管理政策・政策手段の基礎的な情報を収集し、基本的な分析を行い、課題を

整理する。 
1-2 対象DONREにおける環境管理政策・政策手段の執行上の問題点を調査し、課題を整理する。 
1-3 活動1-1、活動1-2の結果をもとに、水環境管理政策・政策手段をレビューし、MONREの（特
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に産業汚染にかかる）水環境政策・政策手段の執行上のパフォーマンス評価を行う。 
1-4 MONRE及びDONRE職員を対象に、水環境管理政策・政策手段について調査・研究手法、開

発策定方法、レビュー・改訂方法にかかる研修を行う。 
1-5 水環境管理政策・政策手段の改善素案を作成する。 
1-6 成果2、成果3にかかる活動実施結果についての意見を聴取し、且つ結果・教訓を共有するた

めのワークショップを実施する。 
1-7 1-5で策定された改善素案を見直す。 
1-8 水環境管理政策・政策手段の改善案を提案する。 
 
2-1 対象各DONREの基本的な水汚染対策執行能力にかかるキャパシティ・アセスメントを行う。 
2-2 対象各DONREにおいて3課題（環境モニタリング、汚染源インベントリ、汚染源インスペク

ション）のうち、主として取り組む課題を決め、活動内容を抽出する。 
2-3 対象各DONREにおいて2-2において抽出された活動内容を実施する。 
 
3-1 対象省における各種対策の先行事例も含め、水汚染対策の執行パフォーマンスを評価し、課

題を整理する。 
3-2 1-5で策定された改善素案の対象省への適用可能性を検討し、3-3以降の活動を行う対象省を

絞込む。 
3-3 効果的な水汚染対策を策定する対象地域あるいは対象産業群を特定する。 
3-4 3-3で特定した対象地域あるいは対象産業群について、効果的な水汚染対策のための対策案骨

子を策定する。 
 
4-1 対象省における環境啓発活動にかかる体制、実施状況をレビューし、分析を行う。 
4-2 対象省におけるDONREの水環境分野における環境啓発活動計画を策定する。 
4-3 活動4-2の活動計画に基づき、環境啓発活動を実施する。 
4-4 活動4-3にかかる活動結果をレビューし、環境啓発活動計画に反映し、活動を継続する。 
 
5-1 水環境管理に関連する情報の収集・管理・政策実施への反映について実施状況をレビューし、

課題を抽出する。 
5-2 MONRE・DONREが行政・施策のために必要とする情報の優先づけを行う。 
5-3 全DONREから収集する報告の仕組み（フォーマット、報告媒体、回数等）について改善方策

を策定する。 
5-4 改善された情報収集の仕組みで試行的に対象DONREから情報収集を行い、MONREにおいて

その情報の活用を図る。 
5-5 活動5-4の結果を関係者で共有するワークショップを行う。 
5-6 MONREが上記改善案を実施に移すプロポーザルを策定する。 
 
プロジェクト実施体制  
本プロジェクトの管理・実施体制は先方との協議の結果、以下のとおりミニッツに記載、合意

した。 
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全体プロジェクトダイレクター：ベトナム環境保護総局（Vietnamese Environmental Protection 
Administration：VEA）、MONREのAdministratorあるいはDeputy Administrator 
プロジェクトマネージャー：VEAのDeputy AdministratorあるいはVEA International Cooperation and 
Science, Technology DeptのDirector 
共同プロジェクトマネージャー：VEAの関係部局ならびに対象DONREのDirector 
日本側投入  
本プロジェクト活動を実施については、各活動の内容にあわせて、直営の長期・短期専門家（環

境省）、民間コンサルタントから構成される短期専門家チーム、ローカルコンサルタントを配置予

定。 
    
専門家派遣： 
長期専門家（プロジェクトリーダー、水環境行政、水環境管理/業務調整） 
短期専門家（水環境行政（地方省レベル）、情報管理） 
コンサルタント専門家チーム（総括、水環境管理/副総括、水環境モニタリング、水質分析/QA・
QC（品質保証・品質管理）、汚染源インベントリ、汚染源インスペクション、環境啓発） 
供与機材：水質モニタリングに必要な機器（一部対象DONREのみ） 
研修員受け入れ 
その他：ローカルコンサルタント等、プロジェクト実施に必要な活動費 
 

１－６ 特記事項 
１－６－１ プロジェクト名について 
プロジェクト名については、先方要請書に記載されていた「National Water Environment 

Management Capacity Strengthening Project 」では国家レベル（天然資源環境省、MONRE）向け
の支援がイメージされ、全国を対象としているプロジェクト活動を適切に表現していないとの

先方からの指摘を受け、案件名変更の要望を受けた。協議の結果、以下のとおり変更すること

を確認、ミニッツに記載した。 
 
旧「National Water Environment Management Capacity Strengthening Project」 
新「the Project for Strengthening Capacity of Water Environmental Management in Viet Nam」 

 
１－６－２ 具体的な活動内容について 
現PDM案で、プロジェクト成果、活動の大枠と流れについてはお互い合意したが、各DONRE

の詳細な活動計画と達成すべき目標レベルについては、プロジェクト開始後、日本側関係者（長

期専門家、JICA）・ベトナム側関係者（各DONRE、MONRE）で協議して明確化することとした。 
 
１－６－３ 成果3の対象DONREについて 
対象候補のDONREを調査した結果、ハノイ以外のDONREは汚染対策にかかる基本的な活動に

まだ課題が多いことが判明した。これらのDONREについては、まず汚染対策のための活動を確
実にすることを目標とすることとし、統合的な環境管理能力が問われる対策案の策定について

はハノイを候補の省とすることをMONREに説明し、理解を得た（ミニッツに記載）。 
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ベトナム側からは、対策案について試行することが評価を行ううえで必要との指摘を受けた

が、現時点では取り上げる課題が明確になっていないため、中間レビュー時に活動の進捗を確

認し、さらなる活動について検討を行う予定であること先方に説明し、合意を得た（ミニッツ

に記載）。 
 
１－６－４ 各活動における先方実施体制について 
各活動における先方の実施体制（MONRE、対象各DONRE）について、R/D署名時までに明確

にすることとし、その旨ミニッツに記載した。 
 
１－６－５ 合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）について 
本プロジェクトの活動は法制度のレビューならびに改善を含むことから、プロジェクト活動

効果の実現性を確保するために、副大臣を合同調整委員会の議長とすることを調査団から提案

した。VEAの局長、副局長も本アイデアに同意し、副大臣にかけあったが、非常に多忙であっ
たため、本件について調査団滞在中に確認することができなかった。VEAとしては今後も副大
臣に説明を行う意向であることから、現時点ではJCCの議長、プロジェクトダイレクター、プロ
ジェクトマネージャーについて、副大臣あるいはVEAの局長を議長とする2パターンをR/D（案）
に記載することとした。 
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第２章 現地調査結果 
 
２－１ MONRE 

２－１－１ 体制 
MONREは科学技術環境省（Ministry of Science and Technology and Environment：MOSTE）を前

身とし、2002年に環境及び天然資源の国家的管理を強化する政府方針に基づき、科学技術環境
省が科学技術省（Ministry of Science and Technology：MOST）とMONREとに分離されて設立さ
れた。その時に他省庁の環境関連部門もMONREに統合され、環境に関する主務官庁として歩み
を始めた。一方、MOSTEの下部組織であった国家環境局（NEA）も、ベトナム環境保護庁
（Vietnamese Environmental Protection Agency：VEPA）に組織改編され、MONREの1部署となっ
た。VEPAは更に2008年9月に出されたDecision No. 132/2008/QD-TTgに従い名称をVEAに変更し、
元の環境部と環境アセスメント（Environmental Impact Assessment：EIA）審査部を取り込む形で
改組を行った。2009年3月の調査時点では、まだ新設部署の引っ越しも終わっていないような状
況で、業務引継の不備による書類の散逸なども発生していると言われ、一部部署では当分混乱

が続くことが予想される。 
2009年3月時点で最新と言われるMONREの組織図を以下に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２－１－１ MONRE組織図 
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この他、MONRE傘下にはベトナム環境保護基金が存在し、環境対策を行おうとする企業や個
人に低利で融資を行っている。原資は政府拠出金の5,000億VNDであるが、毎年MONREの環境
事業予算の10％がファンドに組み込まれる他、排水及び廃棄物の課徴金、違反金（2008年に摘
発されたVEDAN社のケースでは1,270億VNDが徴収される予定）、CDM事業からの収入（2008
年実績100万EUR）、ドナーからの寄付などがあり、基金の安定性は高い。 

    
組織図において‘General Department of Environment’と示されているのがVEAで本プロジェク

トのMONREにおけるカウンターパート（Counterpart：C/P）組織となる。VEAの組織構成は以
下の12のDepartmentと4つのCenterからなる。 
 

VEAの組織体制 

12 Departments 
1. Department of Policy and Legislation 
2. Department of International Cooperation and Science, 

Technology 
3. Department of Planning and Finance 
4. Department of Personnel 
5. Department of Inspection 
6. MONRE Directorate (with representative in Central and 

Southern part) 
7. Department of Pollution Control 
8. Department of Biological Diversity Conservation 
9. Department of Waste Management and Environmental 

Improvement 
10. Department of EIA and appraisal 
11. Centre for Environmental Monitoring 
12. Institute for Environmental Science Management 

4 Centres 
1. Centre for Environmental 

Consultation and 
Environmental Technology 

2. Centre for Environmental 
Information 

3. Centre for Training and 
Public Awareness Raising 

4. Environmental Protection 
Magazine 

 
3月20日に行ったPlanning and Finance部への聞き取り調査によると、12部局の現在の職員数（契

約職員を含まず）は支局も含めて合計166名で、支局は中部ダナン、南部はホーチミン特別市（Ho 
Chi Minh City：HCMC）とカントーにあり、それぞれの支局には3から4名の職員がいる。その他
にVEAの事業機関である4つのセンターがありここの職員は上記166名には含まれず、こちらは
半独立採算性を採っている。2009年にはVEAの職員を倍増する計画があるとのことだが、この
大幅な増員がVEAだけが突出しているのかMONRE全体の計画なのかは不明である。Planning部
は主に財務を担当しており、人材育成については人事局が担当するとのことで、職員倍増計画

を含む中長期人材育成計画については確認できなかった。 
以下に直接インタビューを行うことができたVEAの4部署について活動内容などをとりまと

める。 
 
＜Pollution Control部＞ 

VEPAと環境部にそれぞれ存在したPollution Control部が統合して2008年11月に設立された、職
員現在30名の部署である。総務部、環境事故報告部、水・土壌・環境汚染コントロール部、モ
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ニタリング部（5名）及び水汚染コントロール部（6名）の5つのサブデパートメントにさらに分
かれている。モニタリング部は全国モニタリング計画を立案しており、DONREからの結果もこ
こへ報告されることになっている。それに基づき環境現状年報を作成しているとのことである。

新しく出来た情報センター、モニタリングセンターと重なる業務も多いのではないかと思われ

るが、業務分担については職員にも詳らかに説明できない状況である。その他、インスペクシ

ョン部がインスペクションを実施する時のサポート、アドバイスも行う。 
 
＜Inspection部＞ 

VEPAのPollution Control部から分離し、元環境技術部の一部が加わって新たに出来た部署であ
る。北部、中部、南部の連絡事務所及び総務部、データ部、インスペクション部の6サブデパー
トメントからなる。政府は環境インスペクションの強化を方針としており、インスペクション

部の人員や設備の増強が図られる予定で、現在の職員数は19名であるが2009年には30名に増加
する予定である。2009年に全国インスペクション計画が立てられ、政府の方針としてMONREの
みならず、地方に対してもインスペクションの強化指導を行っている。そのような中でMONRE
に対しては以下のような法律の立案が求められているところであり、今回のプロジェクトには

大変期待しており、是非参加したいとの意向であった。 
1）工業団地における環境保護規則 
2）Inspectionによる処分についてのCircular（通達） 
3）MONRE・財務省における罰金の徴収、納入、徴収した罰金の使途についての法令 
中でも1）は、権限に未確定な部分があり、立入検査に困難が生じているような報告もある工

業団地の環境管理について、産業通商省（Ministry of Industry and Trade：MOIT）、工業団地管
理委員会、工業団地開発業者、VEA、DONREなど関係者の責任分担を明らかにすることを目的
としており、大変重要であると考えられる。2）と3）についても、現在の法制度ではあいまい
さが残るために執行が難しかった部分に対して法的根拠を与える目的であり、重要度が高い。 
インスペクションは環境警察と協力して実施しており、証拠保全命令や即時停止命令を出す

権限のある環境警察と同行することは刑事事件になりそうなケースで有効だと考えている。イ

ンスペクション実施にあたっては、チェックリストがあり、これは全国共通で使用されている

とのことだったが、書式は入手できていない。 
インスペクターになるには資格制度があり、必要とされる大学課程の卒業資格を持ち、内閣

直轄のインスペクション教育学校（ハノイ市・HCMC）で2カ月のコースを受講したうえで試験
に合格する必要がある。資格にはインスペクター、ジュニア・インスペクター、シニア・イン

スペクターの3ランクがある。ここで言うインスペクターは環境インスペクターだけを指すわけ
でなく、全ての分野の立入検査官がここで養成され、資格認定証には専門分野は記載されない。 
 
＜情報センター＞ 
環境モニタリング・データ・情報センター（Center for Environmental Monitoring, Data and 

Information：CEMDI）がモニタリングセンターと情報センターに分離して出来たもので、まだ
設立後1カ月とのことである。CEMDIに対しては2004年から2006年にデンマーク国際援助活動
（Danish International Development Assistance：DANIDA）が“ENVIRONMENTAL INFORMATION 
AND REPORTING PROJECT”を実施しているがその成果については分からないとのことである。
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新組織移行にあたって業務引継がなされておらず、現時点では今までの蓄積データの行方が分

からないとの説明を受けた。情報センターの現職員数は18名で、センターのサブデパートメン
トとして10部署の設立を予定しており、それに伴い人員の増強を計画している（2009年は35名
を予定）。センターの果たすべき役割は、国家環境データベース構築、環境情報作成、資料保

管の3つであり、データベース化を推進するにあたって日本の情報システムを参考にしたいとい
う希望がある。衛星画像を利用して作成したハイフォン市の土地利用図、植生図など環境関連

地図が作成されており、予算さえ付けば衛星データを購入してこのような地図を作成する技術

は持っているが、特別なプロジェクト予算が付かない限り実施できない。技術はあるが何から

手をつけたらよいのか困惑しているというように見受けられた。使用しているデータベースソ

フトはSQL server、GISソフトはArc GISである。 
 
＜モニタリングセンター＞ 

CEMDIが分離して出来たもう一つの新設部署で、環境モニタリングを担当する総勢60名ほど
の比較的大きな部署である。総務部（10名）、サンプリング部（18名）、ラボ（10名）、デー
タ解析・保管部（16名）、IT部（3名）からなる（資料無しインタビューによるため人数は概数）。
ラボは現在、原子吸光光度計、ガスクロマトグラフ、イオンクロマトグラフ、TOC計などの最
新機がフル装備で納入され、試運転を開始したところである。分析機器だけでなく、ガラス機

器や各種備品等も全く新品を揃えている新設ラボで、ここも人員増強を考えている。モニタリ

ングセンターの役割は、ベトナムの全国モニタリングネットワークを管理することと、ハノイ

市内の河川、カウ川流域、北部ベトナムを担当地域としたモニタリングの実施である。 
    

VEAの組織体制、機能、責任、義務については2008年に出されたDecision No: 132/2008/QD-TTg
で規定されている。しかし、上述したインタビューの内容を見ると、VEAは現在組織形成の過
渡期にあり、VEPA時代からの継続性が高い部署は別として、そのまま実務が執行できるような
明確な業務分掌が確立されているようには見えない。たとえば、DONREから上がってきた環境
モニタリングデータも結局どこで受け取ってどこで保管されるのか分からず、これは内部でも

明確でないようである。さらに、VEA全体として職員の倍増計画があり、今後の人材育成をど
うやって進めるのか注意が必要である。 
 
２－１－２ MONREの水環境汚染対策にかかる施策実施状況 
ベトナムの水環境汚染対策にかかる法規制は、1994年1月に施行された「環境保護法」から始

まる。2006年には同法を見直した新環境保護法が施行され、続いて環境保護法実施細則が出さ
れた。その後同法を補完する政令（Decree）や首相決定（Decision）、通達（Circular）などが次々
と策定されている。具体的な基準等はベトナム基準（Vietnamese Standards（Tien Chuan Viet 
Nam）：TCVN）に定められる。以下に主要な法施策をまとめるが、早急な環境対策をとるべき
企業をリストアップしたDecision64とそのレビューであるCircular7や、排水課徴金を定めた
Decree67について、各省で適切な対応を急がれている。 
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表２－１－１ 主要環境法リスト 

番号 和名 英名 

Law 29, 2005 環境保護法 Law on Environmental Protection 

Decree No.80/2006/ND-CP 環境保護法細則 
Detailing and guiding the 
implementation of a number of articles 
of the law on environment 

Decree No.21/2008/ND-CP 環境保護法細則の改定 

Amending and supplementing a 
number of articles of the government’s 
decree No. 80/2006/ND-CP dated 
August 9, 2006, detailing and guiding 
the implementation of a number of 
articles of the law on environmental 
protection 

Decision 
No.256/2003/QD-TTg 

2010年までの環境保護戦略
Approving the national strategy on 
environmental protection till 2010 and 
orientations towards 2020 

Order No. 11/2004/L-CTN 立入検査法 Law on Inspection 

Decision No.64/2004/QĐ-TTg 対策すべき汚染企業 
Thoroughly handling serious 
environmental pollution 

Circular 
No.7/2007/TT-BTNMT 

Decision64追加施設 
guiding the classification and decision 
of list of units causing environmental 
pollutants that need sanction 

Decree No.67/2003/ND-CP 排水課金 
Environmental protection charges 
payable for waster water 

Decree No.149/2006/ND-CP 排水に対するライセンス 
Licensing of wastewater discharge in 
water resources 

Decree No.81/2006/ND-CP 違反行為に対する制裁 
Sanctioning of administrative 
violations 

Decree No.25/2008/ND-CP MONREの業務と組織 

Prescribing the functions, tasks,
powers, and organizational structure of 
the Ministry of Natural Resources and 
Environment 

Circular No.03/2008/ TTLT 
BTNMT-BNV 

DONREの業務と組織 

Guiding the mandate and 
organizational structure of specialized 
agencies dealing with natural resources 
and environment beneath People’s 
Committee at all levels 

Decision 
No.132/2008/QĐ-TTg 

VEAの業務と組織 

On function, tasks, responsibilities, and 
organisation structure of Vietnam 
Environmental Protection 
Administration under MONRE 

Circular 
No.10/2007/TT-BTNMT 

品質保証・品質管理（Quality 
Assurance/ Quality Control：
QA/ QC） 

Guiding the quality assurance and 
quality control in environmental 
monitoring 
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Circular 
No.08/2006/TT-BTNMT 

戦略的環境アセスメント
（ Strategic Environmental 
Assessment：SEA）、EIA 環
境保全 

On guideline for strategic
environmental assessment,
environmental impact assessment and 
environmental protection commitments

 
基準値を定めたベトナム標準（Vietnamese Standards（Tien Chuan Viet Nam）：TCVN）は以下

のようなものがある。 
 

表２－１－２ 水環境保全にかかるTCVN 

番号 和名 英名 

TCVN 5942-1995 表層水の水質基準 Surface Water Quality Standard 

TCVN 5943-1995 海水の水質基準 Coastal Water Quality Standard 

TCVN 5944-1995 地下水の水質基準 Water Quality-Ground Water Quality Standard 

TCVN 5945-2005 産業排水基準 Industrial Waste Water -Discharge Standards 

TCVN 6772: 2000 生活排水基準 Water Quality - Domestic wastewater standards 

TCVN 6773: 2000 灌漑用水の水質基準 Water Quality - Water quality guidelines for irrigation

TCVN 6774: 2000 
水生生物の保護区域の水
質基準 

Water Quality - Freshwater quality guidelines for 
protection of aquatic sites 

TCVN 6980: 2001 生活用水取水河川へ排出
される産業排水基準 

Water Quality - Standards for industrial effluents 
discharged into rivers used for domestic water supply

TCVN 6981: 2001 生活用水取水湖沼へ排出
される産業排水基準 

Water Quality - Standards for industrial effluents 
discharged into lakes used for domestic water supply 

TCVN 6982: 2001 水浴・レクリエーション
に利用される河川へ排出
される産業排水基準 

Water Quality - Standards for industrial effluents 
discharged into rivers used for water sports and 
recreation 

TCVN 6983: 2001 水浴・レクリエーション
に利用される湖沼へ排出
される産業排水基準 

Water Quality Standards for industrial effluents 
discharged into lakes used for water sports and 
recreation 

TCVN 6984: 2001 水生生物の保護に利用さ
れる河川へ排出される産
業排水基準 

Water Quality - Standards for industrial effluents 
discharged into rivers used for protection of aquatic 
life 

TCVN 6985: 2001 水生生物の保護に利用さ
れる湖沼へ排出される産
業排水基準 

Water Quality - Standards for industrial effluents 
discharged into lakes used for protection of aquatic 
life 

TCVN 6986: 2001 水生生物の保護に利用さ
れる沿岸域へ排出される
産業排水基準 

Water Quality - Standards for industrial effluents 
discharged into coastal waters used for protection of 
aquatic life 

TCVN 6987: 2001 水浴・レクリエーション
に利用される沿岸域へ排
出される産業排水基準 

Water Quality Standards for industrial effluents 
discharged into coastal waters used for water sports 
and recreation 
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２－１－３ MONREの施策における課題 
法律に問題があるため、環境対策が有効に進まないケースや、法自体の執行が困難なケース

があることがDONRE訪問時に何度か聞かれた。また、理想を追い求めるあまり現実的ではなく
なり、執行上の課題があるものも見られる。新しい法制度の導入にあたってはパブリックコメ

ントを集めることも行われているが、実施組織であるDONREからの意見がどの程度忖度されて
いるのか明らかではない。また、責任所在が明らかでないために実行できない制度があるとい

う話しも聞かれた。以下に聞き取りで現場から出された問題を示す。 
 

1）安すぎる罰金 
• 本来EIAを実施すべき事業であるにもかかわらず実施しなかった場合は、罰金を支払わな
くてはならないが、その額がEIA実施にかかる費用よりもはるかに安いため、罰金を払っ
てすませる企業が多い。 

• 排水基準を超過した場合に払う罰金の額が低いため、排水処理装置を導入するインセン
ティブが働かない。 

2）排水課徴金の算定方法の課題 
• 排水課徴金は企業や家庭から排出される排水に対して課されるもので、家庭の場合は日
本での下水道代同様、水道料金に対して一定割合で課金される。企業では、排水の含有

成分によるカテゴリ分けがあり、汚染物質の排出量に応じて支払う義務があるが、自己

申告制なので過少に申告する例が多い。 
• 企業に対しては制度上、水道料金に対する上乗せとしての課徴金と排水に対する課徴金
の二重課金になっている。 

3）複雑すぎる水質基準 
2008年12月に出された水質基準の見直し（Decision No:16/2008/QD-BTNMT）では、類型が

A-1、A-2、B-1、B-2の4類型と細分化され、通常先進国では基準値を一種類しか設定しない健
康項目についても4類型に対してそれぞれ基準値が決められている。かつ製紙工場について排
出先河川流量に対して排出濃度を計算する手法が導入されて、非常に複雑な仕組みになって

おり、実施は不可能に近いのではないかと考えられる。 
    

DONREは次々出される環境法令には使い勝手の悪い物もあり、すべてを執行するのは困難
であると考えている。本邦でも環境法を整え始めた段階では、いわゆる「ザル法」と言われ

るものも多かったが、そのザルの目を埋めて来て環境保全の仕組みができあがったという経

緯がある。MONREも法制度の見直しは進めているようであるが、重要度の高い施策の執行性
を増すことは急務であると考えられる。 
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２－２ 各DONRE情報 

今回、プロジェクト対象候補として選ばれた5省は、北部
のハノイとハイフォン、中部のフエ、南部のバリアブンタウ

及びHCMCである。正確には、ハノイ、ハイフォン及びHCMC
は行政上、省と同等の中央直轄特別市であるが、以下まとめ

て省と示す。それぞれの省の位置を右図に示す。ハノイ以外

の省は海に面している。調査団は、各省の人民委員会と

DONREを訪問し、プロジェクトに対する意気込みや現状に
ついての調査を行った。以下にそれぞれの省について調査結

果をまとめる。 
 
２－２－１ フエ Thua Thien-Hue 
２－２－１－１ 所管地域の地理的特徴、汚染問題 
フエ省は、ベトナムの中部に位置し人口1,150,900人

（2007）、面積は5,065km2である。省都であるフエ市は、

世界遺産に登録されたフエの構造物群があり、年間100
万人以上の観光客を受け入れる観光都市である。海岸線

は 120kmに及び、また南西アジア最大のラグーン
（22,000ha）を持つ。市の中心部にはフォン（Huong）
川が流れ、東シナ海に注いでいる。2009年2月に終了し
た中部地区水道事業人材育成プロジェクトはフエ都市

部の給水状況向上をめざしたもので、高い評価を持って

終わっているが、この水道事業の主たる水源はフォン川

である。 
フエ省の主要産業は上述した観光・サービス業であり、次いで工業、農業の順で、政策的

にも環境産業育成を重視し、環境と調和した発展をめざしている。 
フエ省人民委員会の委員長との面談で、現在人民委員会が認識している汚染問題は以下の

とおりである。 
○ 人口増加、産業活動の活発化に伴う水需要の増加と工場排水、生活排水量の増加 
○ 水上生活者からの汚染（地上定住化進行中） 
○ 海水遡上による塩水化（Thao Long 河口堰建設で対策） 
○ その他 自然災害によるもの 

 
２－２－１－２ DONREの体制 

EPAは新しい組織でまだ設立後1年しか経っておらず、人の絶対数も経験も不足しており組
織の基盤が弱い。モニタリングセンターはないが設立計画がある。 

 
 
 
 

ハノイ 

バリアブンタウ

フエ 

ハイフォン

HCMC 

図２－２－１ DONRE位置図 
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図２－２－２ フエEPAの組織図 

 
２－２－１－３ インベントリ、モニタリング、インスペクション状況 
＜インベントリ＞ 
書式があり整理されているとのことであるが、保存は紙ベースである。 

＜モニタリング＞ 
モニタリングは排水と自然水について実施しているとのことである。排水のモニタリング

と立ち入り検査の違いが不明確で、担当者が区別できていないおそれがある。排水のモニタ

リングは年2回、登録されている企業からランダムに選んで実施している。自然水のモニタリ
ングは、雨季と乾期に1回ずつ観測することをめざしているが、予算が不足しているため、予
算が許す範囲で実施している。MONREが国会で環境状況について説明する年には、MONRE
の予算でモニタリングを実施するがこれは2年か3年に1度である。従って、環境水のモニタリ
ングは系統的継続的に実施されているとは言えない。省としてのモニタリング結果は2年分、
MONREの支援によるものもいれると、2001年からのデータが存在するとのことである。モニ
タリング結果については紙ベースで保存されており、電子データ化はしていない。また地図

上に落とされているわけではないので、汚染状況の空間的分布や時系列的変化は評価ができ

ない状況にあると見られる。 
モニタリング項目は、pH、BOD、COD、大腸菌群、透視度、濁度、温度である。 
現在モニタリングを担当している職員は、管理部の職員1名と汚染コントロール部の職員1

名のあわせて2名のみである。化学分野の知識がある職員は1名しかおらず、機材も投げ込み
式のマルチ水質測定器とBOD分析器があるのみである。機材に校正が必要であることは知っ
ているが、現在のところ不正確な値しか出せていないとのことである（同じサンプルを分析

機関に依頼した結果と常に隔たりがある）。 
モニタリングセンターの設立計画があり、一部予算が既に認められており、年内に建物に

ついて建設予定である。モニタリングセンター設立にかかる費用としては実現可能性調査

（Feasibility Study：F/S）で230億ドンが必要と見込まれているが、今年度予算化されているの
は50億ドンにとどまり、設備等の購入予算はほとんど残らないため、MONRE及びドナーの支
援を依頼している。 
＜インスペクション＞ 
インスペクターは全部で7名いるうち、5名がインスペクター有資格者である。インスペク

ションは計画に基づいて実施しており、2009年の独自の計画数は4回である。また、中部VEA

HEAD OF BRANCH 
DEPARTMENT 

ADMIN 
OFFICE 

DIVISION OF 
POLLUTION 

CONTROL

DIVISION OF 
ASSESSMENT 

AND NEW 
INVESTMENT 

OBSERVATION 
STATION 

VICE HEAD OF  
BRANCH DEPARTMENT
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支局（ダナン）と協力したインスペクション、環境警察と協同でのインスペクションを実施

しており、2008年は全部で16件の処分を行い、違反金は9,000万ドン徴収した。 
 

表２－２－１ フエ省でのインスペクション実施回数：2008年 

 検査/指導のみ 行政処分の実施 

DONRE単独実施 10 0 

中部VEA支局との合同実施 回答無し 4 

環境警察との合同実施 回答無し 2 

環境警察単独実施 回答無し（基本的にDONREとの合同実施のみ） 

 
DONREには刑事事件として立件する権利がなく、立ち入りで問題が発見されても操業停止

などの処分がすぐできないため、その場で操業停止などの処分ができる環境警察との共同イ

ンスペクションが効果的であると考えている。フエ省の環境警察は現在15名であるが、新し
い組織であるため人材育成の途上であり、その意味でも協力体制は欠かせず、予告無しの抜

き打ち検査は共同で実施している。一方、機材が不十分なため、VEA支局からの機材と人の
派遣は重要である。 

 
２－２－１－４ エンフォースメント状況 
＜Decision64対象汚染企業対策状況＞ 
対象9企業のうち、5企業は対策済みか対策処置中で、残り4企業についてはこれから対策予

定である。対策の方針としては、移転か排水処理施設設置である。 
＜Decree67による排水課徴金徴収状況＞ 
徴収できているのは全体の10％程度だと考えている。水道を利用している場合は、水道料

金に上乗せされるために徴収はほぼ確実にできる。地下水を利用している場合は排水量に応

じて課金するが、こちらはかなり徴収率が低く、督促状を出しても効果が低い。 
 

２－２－１－５ 公害防止に向けた取り組みについて 
フエは、観光・サービス業を主要産業として育成するという方針があり、環境保全という

よりは、積極的改善に取り組みたいと言う意向を示している。 
＜環境教育関係＞ 

DONREが担う住民への環境教育活動内容は1）ラジオ、テレビを利用した環境意識の啓蒙
プログラムの放送、2）学校に対する環境教育に関する教材配布、3）郡・コミューンでの環
境啓蒙活動支援から成る。放送媒体を利用した活動をはじめ、環境教育にかかる活動全般は

DONRE内の業務部が中心となって進めている。 
3）の郡・コミューンレベルでの活動は実質的にはそれぞれの自治体レベルにおける青年同

盟、婦人会、退役軍人同盟などが、意識啓蒙の中心的役割を担っているが、DONREはそれら
活動の一部コスト負担を含めて活動内容についての後方支援を行っている（郡レベルでは年

間2回程度の環境イベントを実施する例が多い～4月29日：農村の浄水と環境保護の日、6月5
日：世界環境デーなど）。 
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＜環境保護基金＞ 
環境保護基金は2008年12月に設置され、基金規模は20億ドン、省の副委員長を委員長とす

る理事会によって運営されている。オープンファンドで、排水課徴金及び寄付金により運営

される。使途としては、団体、期間及び個人に対し、環境対策にかかる費用を無償援助また

は低金利ローンの形で支援する。 
 
２－２－２ バリアブンタウ Ba Ria-Vung Tau 
バリアブンタウ省は、ベトナムの南西にあり、ホーチミンの東側に位置する海岸に面した省

で、海岸線の長さは200kmに及ぶ。面積は1,989.6km²、人口は947,300人（2007）。主要産業は石
油とガス、海産品産業、漁業、製紙業である。また、観光産業も盛んで、ホーチミン市から2時
間程という地の利を生かしてビーチリゾートの開発が進んでいる。 

 
２－２－２－１ 所管地域の地理的特徴、汚染問題 
海上油田、漁業、観光が主産業であるが、経済発展は重要なものの、バランスの取れた発

展を目指しているとのこと。石油産業については国家政策なので、省だけでは対応できない。

石油産業からの環境汚染対策についてはMONREが事故対応計画を作成している。今後の産業
育成計画については、水産品加工業の比率を落とし、観光業発展に比重を移して行く考えで

ある。海岸線沿いにはビーチリゾートが多く、ホテル建設が進んでいる。水産品加工業から

の有機汚濁を問題視しており、小規模向上を集約し汚染管理をしやすくする計画である。 
 

２－２－２－２ DONREの体制 
EPAが設立され、その中にモニタリングセンターがある。 
 

２－２－２－３ インベントリ、モニタリング、インスペクション状況 
＜インベントリ＞ 
インベントリは52社について作成済みである。古いものは紙ファイルで保存され、新しい

ものについてはエクセルデータとして電子化されており、ベトナム環境管理及び土地管理能

力強化についてのスウェーデン協力プログラム（ Sweden Cooperation Programme on 
Strengthening Environmental Management and Land Administration in Vietnam：SEMLA）プロジェ
クトで作成したデータベースソフトウェアを使用して、データベース化する計画がある。 
＜モニタリング＞ 

EPAの所属機関としてモニタリングセンターがあり、2002年に設立されている。モニタリン
グ部5名、分析部7名、総務部の他、2カ所のモニタリングステーションがあるが、このうち1
カ所は老朽化しているため人を配置しておらず、もう1つのステーションに2名配属されてい
る。業務内容は以下の4点である。 

1）環境質のモニタリング 
年4回、36地点（自然水34地点、排水2地点）、結果を分析して報告書を作成しMONRE

に報告している。現在SEMLAプロジェクト活動の一環でモニタリングプランを作成中で、
省の承認を得て実施に移る予定である。モニタリング技術について専門的知識がある者

がおらず、モニタリング技術についての研修機会も少ないため、科学的なモニタリング
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計画の策定方法、採水技術などについてプロジェクトで学びたいと希望している。モニ

タリングデータは2002年からの蓄積があり、エクセルデータとして保存され、SEMLAプ
ロジェクトで作成したデータベースソフトウェア（簡易なGISのようである）に移す予定
である。完成したらDONREのウェブサイトで公開する予定であるが、ソフトの不具合が
あるためそれを修正しテストしてからとなる。今年中には公開したい考えである。 

2）インスペクション 
EPAの実施するインスペクションを補佐する。 

3）サービスの提供 
企業のモニタリングを受注し、サービスを提供している。現在は65社とパッケージの

モニタリング契約している。また、有償の化学分析を行っている。これらの2008年の売
り上げは約9億ドンであった（なお、本センターに対するDONREからの年間予算は約7億
ドンであり、本サービス提供による売上げ額が本来予算額を上回る状況となっている）。 

4）教育訓練 
大学からの実習生を20名程度受け入れている。 

    
継続的モニタリング結果ではティーバイ川の水質悪化がひどく、有機汚濁、富栄養化物質、

大腸菌群が高い。有機系を除くと、鉄の濃度が基準を超えているとのことである。汚染状況

の空間的分布については把握されておらず、これから調べたいと考えている。 
 

２－２－２－４ エンフォースメント状況 
＜Decision64対象汚染企業対策状況＞ 

11社が対象になっていた。うち2社は休業、7社は処理施設を導入（ただし合格しているの
は2社のみ）で、残り2社は何も対策がとられていないのでライセンスを停止した。 
＜Decree67による排水課徴金徴収状況＞ 
生活排水はほぼすべての家庭で水道を使用しているので100％に近い徴収率と考えられる。

企業からの徴収率は国内最低レベルで、2007年では排水量から想定される課徴金の総額が200
億ドンに対し、実際に徴収された額は5億ドン、2008年は同300億ドンに対し徴収額は7億ドン
であった。自己申告制であるために企業が過小に申告している。2008年7月に汚染コントロー
ル部から環境保護局（Environment Protection Agency：EPA）になったため、今後は排水量の正
確な測定を実施し、指導強化に結びつけたい考えである。 

 
２－２－２－５ 公害防止に向けた取り組みについて 
企業移転処理委員会が存在している。 
環境保護施行能力を高めるためのロードマップを作成中で、アメとムチの双方による執行

能力の強化を想定している。罰則については環境保護法による行政処分の執行強化、アメに

ついては、指導に対して応えた企業に対する表彰などを考えている。現在でも、汚染企業に

ついては新聞やテレビで公表しており、毅然とした態度で臨む方針である。 
環境保護法施行以降の企業については、排水処理施設の設置が義務づけられているが、そ

れ以前から操業している企業については、処理施設設置についてのロードマップを作成して

いる。 
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＜環境教育＞ 
省、郡、コミューンの行政職員に対する環境法などに関する研修を今までに2回ほど実施し

ている。その他リーダー向け研修（各レベル行政単位の環境担当者、農民会、婦人会などの

リーダーを対象）をDONREスタッフを派遣して実施したり、各種記念日の催しで住民に向け
ての環境啓発イベントを実施したりしている。 

SEMLAプロジェクトでは、プロジェクト予算で週に2～3回、15分ほどの環境啓発番組をテ
レビで放送した。 

DONREのウェブサイトを使って、年に2回オンライン環境情報交換の機会を設け、企業か
らのEIA手続き相談などを受けているが、1回の実施で50件ほどの問い合わせが来ているとの
ことである。 
＜環境保護ファンド＞ 
環境保護ファンドは設置済みで600億ドンの規模である。用途は環境対策設備を設置する企

業向けの貸付、環境教育に対する無利子援助、石油漏えい事故対策費等で、現在までの企業

向け貸付額は8社に対し60億ドン、今後の貸付予定額は2団地に対し500億ドンを予定している。 
 
２－２－３ ホーチミン市 Ho Chi Minh City（HCMC） 
人口6,347,000人（2007年）、面積2,098.7km²、ベトナム最大の都市で、政治の中心としてのハ

ノイに対して、経済の中心と言われる。数多くの大企業も含め、およそ30万社がハイテク産業、
電器、機械加工及び軽工業に従事し、あるいは、建設業や素材産業、農業製品製造業に携わっ

ている。現在、ホーチミン市には15の工業団地及び輸出加工地区があり、これに加えて、Quang 
Trung Software Park及びSai Gon Hi-tech Parkがある。ホーチミン市の工業生産高は全国合計の
30％ほどで全国一である。 

 
２－２－３－１ 所管地域の地理的特徴、汚染問題 
環境問題の解決に対しては努力してきたが、期待するほどの成果があがっておらず、管理

能力に課題があると認識を持っている。インタビューでは、以下の点が何度か繰り返し指摘

された。「ドンナイ川については、ホーチミン市は下流に位置するため、市だけの努力ではど

うにもならないことがある。ドンナイ川には流域管理委員会が設立されており、このような

市・省を越えた協力体制は重要でDONRE同士の連携の向上を重視している。」このように、
上流からのもらい汚染には懸念を持っており、モニタリング体制の強化にも意欲がある。 

 
２－２－３－２ DONREの体制 
インスペクション部、環境管理部（環境ライセンス発行、EIA実施など）、廃棄物管理部、

水資源部（排水ライセンス発行）、土地利用部、ホーチミン市環境保護局（Ho Chi Minh City 
Environment Protection Agency：HEPA）からなる。 

HEPAはモニタリング部12名、インフォメーション部14名、クリーナープロダクション部6
名、排水課徴金部6～7名、監視部18名の構成である。 
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2009/3/6 聞き取り調査による 
 

図２－２－３ HCMC DONREの組織図（環境関連部門抜粋） 

 
２－２－３－３ インベントリ、モニタリング、インスペクション状況 
＜インベントリ＞ 
水資源部で排水ライセンスを出している企業については把握できる。 

＜モニタリング＞ 
現在モニタリングについては、多くを外注しているが、すべてを内部化したいと言う考え

を持っている。その理由としては外注先の品質管理が難しく、それぞれの受注企業が持つ品

質の差が、モニタリング結果の連続性を損っていると考えている。モニタリングセンターを

EPAの下か、DONREのdirector直下に設置することで、人民委員会にプロポーザルを既に提出
済みである。 
＜インスペクション＞ 
環境保護法の執行が不十分なので、環境警察との連携を強化している。すみ分けについて

は、たとえば違反が発見された場合、行政処分にするか刑事処分にするか判断するのは環境

警察であり、技術的な判断をするのはDONREとなっている。環境警察から以下の要望が出さ
れた。① 環境警察は新しい部署なので知識及び経験が不足しており、プロジェクト活動に

は積極にかかわりたい。（技術的なトレーニングは現在DONREから受けているとのことであ
る）② 違反行為摘発のための、フィールド測定キットが必要で使い方も含めて支援しても

らいたい。 
インスペクションに使用する機材（測定器、採水器など）がないため、分析機関に同行を

依頼しているが、計画に無い急な立ち入り検査のときに手配が難しいのでこれも内部化した

いという考えである。 
 

２－２－３－４ エンフォースメント状況 
環境法施行以前に設立された工場の改善には時間がかかると認識しており、その原因とし

ては、工場敷地に排水処理施設を設置するスペースがない工場が多いこと、処理を進める資
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金が不足していること及び技術的課題があることが挙げられている。利害の調和的解決を考

えていると言うことで、最近の不況により更に対策が遅れることにも寛容な姿勢を示してい

る。 
また、法の実効性について現状とのミスマッチがあるという指摘があった。たとえば、EIA

を実施しないと50万～200万ドンの罰金がかけられるが、実際にEIAを行った方が大きなコス
トがかかるという矛盾がある。 
世銀のプロジェクトで導入された企業のレーティングの仕組みは現在動いていない。 

 
２－２－３－５ 公害防止に向けた取り組みについて 
多くの工場が排水処理施設を持っているものの、運転していなかったり、壊れたまま放置

されたりして機能していない状況があり、今後立ち入りとモニタリングの強化により改善す

る意向である。 
＜環境教育＞ 
工業団地や輸出加工業の企業に対して、啓発セミナーや法制度普及の催しを開いている。

環境に関する記念日や各種フェスティバルなどで環境に関する広報を実施している。これら

の予算は環境保護事業費と企業のスポンサーシップによって賄われる。 
＜環境保護基金＞ 
環境保護基金はまだ設置していないが、環境に関する基金は既にいくつか存在する。

DONREの管轄下にはリサイクルファンドが設立されているが、まだ設立後1年経っておらず
動いていない状況である。資金規模は1,000億ドンである。それ以外に都市開発投資ファンド
の元に汚染現象支援ファンドおよびサイクルファンドが存在し、汚染企業の設備設置、機材

導入などの対策について資金の支援が行われている。 
現在、排水課徴金は徴収にかかる経費を除いた残り全額が国庫に入っている。 

 
２－２－４ ハノイ市 Hanoi 
人口6,233,000人（2007年）、面積3344.7km²、北部に位置する首都である。2008年8月にハータ

イ省をはじめとした周辺地域を合併し、面積は約3.6倍、人口は約350万人から約620万人に拡大
し、ホーチミン市と同規模になった。 

 
２－２－４－１ 所管地域の地理的特徴、汚染問題 
ハノイは環境対策にも取り組んでいるが、個別対応が主で計画的な対策がまだ不足してお

り、長期的な計画を立てたうえでの対応について協力を頂きたいとのことである。生活排水

対策が遅れており、大規模な集中下水処理システムの導入を計画している。生活排水につい

ては市民に対する啓蒙が重要と考えているがこれからの課題である。企業・医療機関からの

排水については、それぞれの組織が対応することになっており、市は適合性をチェックする

立場である。ハノイでは合併して新たに加わったエリアの対策が大きな課題と考えられる。

元ハータイ地区は、クラフトビレッジからの排水問題、上水配水が届いていないなどの元ハ

ノイとは異なった問題があり、新しい問題への取り組みがハノイ市に課されることになった。 
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２－２－４－２ DONREの体制 
ハノイDONREはDirectorと6名のVice directorのもと、以下のようなオフィスセクションと直

轄部局から構成されている。 
 

Office section 
1. General Plan Section 
2. Statistics Registration Section 
3. Water Resource and Hydraulic 

meteorology 
4. Map Measurement Section 
5. Mineral Resource Section 
6. Inspection Section 

Units directly under the Department 
1. Hanoi Land Registration Office 
2. Centre for Land Transaction and Land Fund 

Development 
3. Hanoi Natural Resources and Environment 

Monitoring and Analysis Centre 
4. Hanoi Environment and Resources Technical 

Centre 
5. Hanoi Environment Protection Branch  
6. Hanoi Environment Resources Information 

Technology Centre 
 

２－２－４－３ インベントリ、モニタリング、インスペクション状況 
＜インベントリ＞ 
大企業についてはインベントリを用意している。 
＜モニタリング＞ 
モニタリングデータは紙ベースで保存されており、GIS化、データベース化したいという考

えを持っている。データの電子化（ワードやエクセルファイル）を進めており、GISについて
の研修を職員に受けさせている。 
ハータイとの合併は2008年8月1日に発効したので、2008年中はそれぞれのモニタリング計

画に基づいて実施し、2009年からは統合した計画を策定している。元ハータイはモニタリン
グセンターが出来たばかりで、ほとんどモニタリングが実施されていなかったと言ってもよ

い状況であったため、元ハノイでのモニタリングシステムを適用する形としている。面積が

拡大したため以前は日帰りでカバーできたが、今は厳しくなっているため、機材を増やして

対応したい考えである。 
ハノイ市環境・自然資源モニタリングセンター（Hanoi Center for Environmental and Natural 

Resource Monitoring and Analysis：CENMA）はかなり充実している（分析項目・機材リスト受
領）。現在の職員数は73名でうち22名が元ハータイの職員である。モニタリングに対する市か
らの予算は2008年で70億ドン、また独自のサービス事業からの収入は売上額で30億ドンであ
る。実力の程には自負があり、MONREの環境分野のカレッジよりは力があり、教えてもらう
よりは教える方の立場であるとのこと。元ハータイ地区の職員の研修を実施するとともに、

他DONREへの技術研修も行っている（こちらは要請により随時実施）。プロジェクト活動で
他DONREへの技術研修をやる場合可能であるかという質問については人材・時間の両面で十
分対応できるとの回答を得た。 
元ハータイ地区の旧モニタリングセンターの活用については検討中であるが、1地区1セン

ターという決まりがあるので、ステーション化することになるかもしれない。 
モニタリングセンターの課題として以下の6点が挙げられた。 



－23－ 

1）増大した仕事量を処理するための機材の増強 
2）ラボの分析技術の研修 
3）化学分析データの解析に困難を感じている（インフォメーション部が担当） 
4）基礎的な化学分析技術はあるが、もっと先進的なものを学びたい 
5）水処理技術について学びたい（企業へのコンサルティング能力向上） 
6）汚染源を抽出できるようなデータベース化と予測ツールの導入を進めたい 

5年に1度環境報告書を作成しているが、公開はしていない。モニタリングデータの公開に
ついての考えは、時期についてはデータの精度を確保してから、内容についてはただ数字を

公開するのではなく、市民に対してわかりやすいものとしたいとのことで、これらについて

の支援が期待されている。 
＜インスペクション＞ 

DONREのインスペクターは現在5名で5名とも有資格者である。計画的なインスペクション
は、EPA、環境警察、モニタリングセンターからそれぞれ職員を集めて結成したモニタリング
チームによって行われる。昨年は150社について実施した。それ以外に不定期な予告無しのイ
ンスペクションが行われるが、これは環境警察単独で行うこともある。こちらは2008年に500
社に対して実施した。インスペクションチームは通常3チーム結成されている。インスペクタ
ーの人数は不足していると考えており、人民委員会で増員の計画があるらしい。新組織であ

る環境警察の研修は、法制面についてはEPAが、技術面についてはモニタリングセンターが担
当して今までで2回ほど実施しているほか、随時アドバイスをしている。 

 
２－２－４－４ エンフォースメント状況 
＜Decision64対象汚染企業対策状況＞ 
ハノイ市では、2003年に25企業がリストに載せられた。そのうち本調査時点では17企業が

完全に処置が終了している。一方、残りの企業は工業団地内に移動する計画や、処理施設の

建設の計画などが進行中であり、その進捗状況についてはDONREが把握している（ハノイ市
の質問表への回答参照）。また、2008年の調査結果によれば、現在23企業が排水基準超過を繰
り返し、Circular No.07/2007で規定される汚染企業に分類されると見なされている。 
＜Decree67による排水課徴金徴収状況＞ 
課徴金の制度が始まったのは2004年で、登録されている企業数4,000社、うち3,000社が稼働

しているなかで徴収されているのは100社程度に過ぎない。その原因としては、1）インベン
トリデータが不足しており、審査がきちんと出来ないこと、2）課徴金の通知を送付するだけ
なので、納めない企業が多いこと、3）水道利用者は課金がたやすいが、地下水も使用してい
るような企業は把握が難しいこと、の3点が挙げられた。 
＜発見された違反＞ 

2008年にDONREによって発見された違反摘発件数は101件で、その内訳は以下のとおり（重
複あり）である。 

• 実施すべきEIAが行われなかった 22件 
• 実施すべき環境管理が実施されなかった 31件 
• 普通廃棄物の違法管理 18件 
• 危険廃棄物の違法管理 62件 
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• 危険廃棄物保管者の不登録 69件 
• 排水基準超過 77件 

2008年には無処理排水を流した件で2事業所に対して操業停止命令を出した。 
 

２－２－４－５ 公害防止に向けた取り組みについて 
＜環境教育＞ 
市民への普及啓発を目的として、記念日などでキャンペーンやイベントを実施している。

また、環境担当以外の管理職向けや郡・コミューンレベルの環境担当向けの研修を開いてい

る。その他パイロット事業として、年2～3の小学校の課外活動として環境教育を実施してい
る。 
＜環境保護ファンド＞ 
原資は500億ドンで、毎年、排水課徴金徴収額の50％、ハノイ市の環境関連予算の10％がフ

ァンドに組み込まれるしくみである。その他、寄付金なども受け入れている。 
ファンドの使い道は固形廃棄物、排ガス、排水対策費、それらの技術開発に対するもの、

設備投資の5項目である。利率は3～6％で引き下げる方向で申請中である。市の保証がある場
合は現在でも0.5～1％で融資している。これまでの融資実績は8社に対して行われ、排水処理
事業が主である。申請に対する審査は財務関係のみで、融資額が大きい場合と、特に配慮が

必要なケースについては技術についての審査評議会を結成して対応する。 
 
２－２－５ ハイフォン市 Hai phong 
ハノイ市と同じく中央直轄市で、ベトナム北部、紅河の下流に位置する。人口1,827,700 人

（2007年）、面積1,520.7km²、海岸線は125kmである。古くからの港湾都市で、ハイフォン港の改
修は日本のODAで行われた。外国投資の受け入れ、工業団地の導入に積極的で、ベトナム北部
のゲートウェイとして先進的な位置にある。ハノイ-ハイフォン高速道路建設、島への架橋、工
業団地・住宅団地建設、ハノイ-ハイフォン鉄道の改善、空港の改善などの大規模プロジェクト
が進行中である。 

 
２－２－５－１ 所管地域の地理的特徴、汚染問題 
全部で17本の河川があり、うち5本が海に繋がっている。水源はほぼすべてを河川水に頼っ

ており、水資源管理の観点からも水質保全を重視している。これには工業団地開発での水利

用増による工業用水の確保も念頭にあるように思われる。 
 

２－２－５－２ DONREの体制 
ハイフォンDONREの組織図（環境部門抜粋）を以下に示す。 
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図２－２－４ ハイフォンDONRE組織図 

 
２－２－５－３ インベントリ、モニタリング、インスペクション状況 
＜インベントリ＞ 
まだ未整備であるが、人民委員会から本年中に整備する命令がでており完成させなくては

ならない。現在課徴金の対象企業が1,300社、そのうち検証を行ったのが300社、課徴金を徴収
しているのは120社である。 
＜モニタリング＞ 
モニタリングセンターがあるが、予算が非常に限られており、モニタリング規模も限定さ

れている。3河川についてそれぞれ上・中・下流の3地点で2カ月に1度ずつ実施している。2007
年から2009年の3年間の市からのモニタリング予算は毎年50万ドンで変わらない。職員数は十
分であるが機材と資金が不足しているためにモニタリングを増強できない状況である。一方、

サービス事業での年間売り上げは2008年では2億ドンである。 
モニタリングセンターは通常モニタリング項目15項目のうち、VILASの認証を9項目につい

て取得している。これを増加したいという希望がある。モニタリング結果はエクセルやワー

ドファイルにまとめられ、電子データとして保存されている。 
職員のトレーニングについては昨年は2名を海外研修に派遣、それぞれ韓国とオーストラリ

アに送った。国内のトレーニングはニーズにあったものがなく、ニーズアセスメントに基づ

いたコースがMONREに用意されるべきだと考えている。現在は法制面の解説などの座学が主
で、研修対象を考慮しない一律なものである。排水管理技術、新技術情報、排水処理システ

ムの設計などについての研修要望がある。 
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＜インスペクション＞ 
2008年実績では、計画によるインスペクションは30件、MONREとの合同インスペクション

は13件、抜き打ち検査は60件である。抜き打ち検査に関しては1996年の6件に比べて年々増加
している。計画によるものの場合、インスペクションチーム構成は、インスペクター、DONRE、
地域人民委員会からなる。抜き打ちの場合は、環境警察、モニタリングセンター、地域人民

委員会となり、環境警察とインスペクション部の活動は完全に分離している。住民からの苦

情は受理されたものだけで、2006年は6件、2007年は7件、2008年は15件と増加している。 
 

２－２－５－４ エンフォースメント状況 
＜Decision64対象汚染企業対策状況＞ 
指定された12企業の対策のうち11社については、移転、排水処理施設導入で対応済みで、

HAPACOという製紙企業がまだ残っている状況である。Decision7に基づいて新たな汚染企業
リストを作成しようとしている。 
＜Decree67による排水課徴金徴収状況＞ 
排水課徴金の制度の実施は運用をめぐって議論があり、実施に至ったのは6カ月前で、まだ

始まったばかりである。水道使用にかかる部分と、排水に対しての二重課金となっているの

で、不公平ではないかと言われている。水道料金に対して排水料金は通常10％であるが、ハ
イフォン市の場合は世界銀行（World Bank：WB）とのローン契約で15％に設定することが約
束されており、返済が終わるまでこの利率が保たれる見込み。排水に対する課金については、

10％以下しか徴収できておらず、企業からの申告に基づく制度では限界があると考えている。 
 

２－２－５－５ 公害防止に向けた取り組みについて 
＜環境教育＞ 
環境の日などの記念日にイベントを実施して市民啓発を行っている。 

＜環境保護ファンド＞ 
2009年半ばに設立予定。類似のファンドは現在存在していない。 

 
２－２－６ 地方DONREまとめ 

1．工場排水の管理状況 
工業団地内の環境課題は、工業団地管理委員会によって管理されることになっている。PPC

の副委員長が管理委員会の委員長であるケースが多いようである。委員会による一律排水管

理がどの程度信頼に足るものであるか現状では明らかでないが、工場群を集約して管理する

という考え方は合理的である。省によって差はあるが、おおむねDONREの活動は工業団地に
ついては距離を置いているように感じられる。団地内のインスペクションが出来ないという

ことはないようである。 
環境警察が設立してから、インスペクションの件数や、インスペクションに基づく行政指

導は増加している模様である。ただ、まだ不十分であるとの認識を持っているDONREが多く、
インスペクションを効果的に実施して排水管理改善に結びつけたいとの希望が多く聞かれた。

また、企業側の排水管理に関する担当者が定められておらず、インスペクション時に対応す

る企業側の職員が一定しないため、指導が十分伝わらないという話も聞かれた。本邦におけ
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る公害防止管理者のような制度の導入が考慮に値する時期に来ているのかもしれない。 
2008年に違法汚濁水排出で摘発されたVEDAN社（ドンナイ省：現在操業停止中）の例に見

られるように、悪質な排水垂れ流し企業に対して重い処罰がなされるようになった。VEDAN
社のケースは見せしめ的な部分もあり、典型的な例として頻繁に話題に上るほどであるが、

環境汚染企業に対する強い取り組み姿勢を見せたと言えよう。 
2．インベントリ 
インベントリに関する質問に対する回答状況をみると、汚染源インベントリに対する共通

理解がないように見受けられた。汚染源インベントリは単なる工場台帳ではなく、汚染源の

把握、インスペクションに役立つ排水タイプ・処理方法、配管などの情報も必要であり、水

質汚濁対策の有効なツールとなり得る。書式は今のところ未入手であるが、活用されていな

い様子である。インタビューによれば、SEMLAプロジェクトに参加したバリアブンタウだけ
がプロジェクトで作成したGISフォームにデータを移す作業を行っているが、それ以外は、ほ
とんど紙ベースの台帳にとどまり、空間分布などの把握は行われていない。インベントリに

基づくモニタリング計画の策定が行われているようには見られず、汚染源インベントリの整

備とその活用が今後の課題である。 
3．モニタリング 
モニタリング計画については、科学的見地に基づく計画策定についての技術的支援の要望

が多い。モニタリングに対する理解も差異がある。日本では水分野の環境モニタリングと言

うと、通常環境水の水質調査を意味するが、DONREの業務として工場排水のモニタリングを
含んだ回答があった。 
モニタリングセンターは、省の予算に基づくモニタリング活動の他に、サービス業務を行

い、半独立採算制を取っている。現在モニタリングセンターを持たないフエ及びHCMも設立
する方針である。品質管理については課題が多いように見受けられた。ISO17025取得と言わ
れていたラボは実際はVILASの取得のみである。ベトナム国ラボラトリ認証組織（Vietnam 
Laboratory Accreditation Scheme：VILAS）はベトナム独自のラボの認証制度であるが、ISOで
要求される分析手法の妥当性評価、定量範囲の決定などは実施されておらず、ISO規格に比べ
るとかなり甘いように見受けられる。また、分析を外注する際の品質管理についてはほとん

どなされていないようである。 
4．インスペクション 
環境警察との連携については、省によって姿勢に差があるものの、環境警察の設立自体が

新しいために、いずれのDONREでも技術支援は行っている。また、DONREと環境警察の協力
についてのDecreeも出されている。環境警察は刑事事件立件、DONREは行政指導という違い
があり、環境警察はインスペクション結果に基づき、即時に操業停止させる権限を持ってい

る。この時、どこまでが行政処分の範囲でどこからが刑事罰対象になるのかという境目が明

確でなく対応に困るという声が聞かれた。 
5．法制度について 
既に多く言われているように、実際に各DONREからも法の執行についての課題があること

が指摘された。法自体に問題があることも指摘され、大急ぎで整備した法制度の執行可能性

及び実効性レビューはやはり重要であると考えられる。 
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6．その他 
ほとんどの省で「流域管理」を重要視している発言が目立った。特に、隣接する省と主要

な河川を共有している省や、国際河川を有している省では、上流からのもらい汚染の可能性

に対する懸念が示された。国家としても流域管理には力点をおいており、2008年12月には水
環境保全と水資源管理を含めた総合的流域管理に関するDecree（Decree120/2008/ND-CP）が出
されている。これまでも汚染の激しい三河川（カウ川、ヌエダイ川、ドンナイ川）について

MONRE主導で流域環境保全の活動が進められる一方、三大河川流域（紅河-タイビン川、ド
ンナイ川、クーロン（メコン）川）を対象とした水資源管理が農業農村開発省（Ministry of 
Agriculture and Rural Development：MARD）の主導で行われていた。本プロジェクトでは、個々
のDONREの日常業務に関するキャパシティを底上げすることを目的としており、流域という
視点を前面には出していないが、ワークショップやセミナーなどの開催においては、流域を

同じくする省を招くなどの目配りも必要かと思われる。 
 
２－３ 人民委員会・関連省庁・部局の役割・水環境管理における連携について 

ベトナムで現在水環境管理に関連する省庁は、MONRE以外にMARD、MOST、公安局が重要で
あるが、そのほかの省庁もたとえ小さくとも何らかの関連性があるところが多い。MARDは
MONREが設立された際に水資源管理に関する業務の多くをMONREに移管したが、一部はなお
MARDの担当であり、流域管理団体を管理下においている。MOITは工業団地管理を担当しており、
水処理技術の導入に対する支援業務も行っている。環境警察は公安局の組織であり、環境インス

ペクション実施ではMONREと連携して業務を行っている。省庁同士の業務分掌はDecreeなどで規
定されているが、歴史が浅いこともあり、なお責任の所在が不明確な部分が残っており、引き続

き必要な政令が出されていく見込みである。同様な構造は地方に行ってもあてはまり、それぞれ

の地方自治体には、各省庁に相当する部局が存在し、本省の業務の実行機関となっている。たと

えばMONREに対してはDONRE、MOITに対しては産業通商局（Department of Industry and Trade：
DOIT）、MARDに対してはDARDが存在するといった具合である。地方によって部署間の連携の度
合いは異なるが、これは人民委員会の意向も反映しているようである。DONREの活動の活発さも、
人民委員会の環境への取組みに対する意欲が反映する。委員長が承認しなければDONREの活動計
画は実行することができないので、開発重視型の委員長の元ではインスペクションも実施するこ

とが難しい。DONREでのプロジェクト活動を効果的に進めるためには、人民委員会のコミットメ
ントを最大限に引き出すことが重要である。 
水資源管理にかかる官庁の責任分担についてMONRE設立前と後で比較した表を次に示す。 
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表２－３－１ 水資源管理の責任官庁 

活動内容 MONRE設立前の責任官庁 MONRE設立後の責任官庁

水資源国家管理 MARD MONRE 

流域管理 

灌漑 

排水 

洪水予防 

地方給水 

MARD MARD 

都市給水、排水 MOC MOC 

水質 MOSTE、MARD、MOH 
（保健省） 

MONRE、MOH、MARD 

水力発電所、貯水池運転 MOIT、MARD MOIT、MARD 

河川水運 MOT（交通省） MOT 

水文気象、表流水、地下水、水質データ
収集 

GDHM（水文気象総局）、
MARD、MOSTE 

MONRE 

土地利用計画 GDLA（土地管理総局） MONRE 

国際技術協力にかかる予算、計画及び調
整 

MOF、MPI（計画投資省） MOF、MPI 

メコン川流域の水資源管理国際調整 VNMC（ベトナム国家メコ
ン川委員会）under MARD

VNMC under MARD 

流域管理及び調整 MARD MARD（検討中） 

 
２－４ 他ドナーの活動状況（WB、Sweden、CIDA） 
ベトナムの水環境分野に対する各国の支援は活発である。カナダ国際開発庁（Canadian 

International Development Agency：CIDA）によるベトナム・カナダ環境プロジェクト（Vietnam - 
Canada Environment Project：VCEP）はフェーズⅠ、フェーズⅡと1996年から2006年まで10年間に
わたって実施された。さらに、フェーズⅢとして位置づけられる新プロジェクト（Vietnam Provincial 
Environmental Governance Project）を2009年4月からの開始を予定している。プロジェクトコンセプ
トはMONREの施策立案・調整能力向上と地方の7DONREのキャパシティデベロップメントで、本
プロジェクトとの類似性が高い。対象DONREはハノイだけが重なっているが、合併したハータイ
地区でのデモンストレーションプロジェクト実施を検討しているなど、プロジェクト実施内容で

も重なる部分があるので、十分なコミュニケーションを取り、相乗効果が上がることをめざすべ

きであると考えられる。 
世銀は2007年に開始し2009年8月終了予定のProject for Improving the Institutional Capacity for 

Water Pollution Control ion VietnamをMONRE/VEAを対象として実施している。企業によるセルフレ
イティングや情報公開手法の開発、Decree67及びDecision64の実行状況のレビューなどを行ってい
る。企業の自主性にゆだねるところの多い活動ではインセンティブが必要であり、今後の課題と

言える。調査団によるインタビューでも、世銀側から情報公開などの定着に対する懸念が示され

た。今後、工場排水対策へのローン供与を検討しており、本プロジェクトとの連携も歓迎すると
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のことであり、コミュニケーションを継続するべきである。 
スウェーデンのSEMLAプロジェクトも2009年に終了する。プロジェクト活動の内容はMONRE

に対しては環境管理にかかる制度強化、キャパシティビルディング（人的資源の開発戦略と管理

計画、トレーニング）、情報システム、既存制度のレビュー、普及啓発、DONREに対しては汚染
制御、クリーナープロダクション、化学物質、EIA及びSEA、情報システム、省の人材キャパシテ
ィビルディングと住民啓蒙活動、さらに土地利用計画、大気汚染関連等、と活動は非常に多岐に

渡っている。ティーバイ川流域を対象とした活動もあり、バリアブンタウ省ではGISソフトの導入
による情報管理が進められていた。また、ハノイとドンナイの2工業団地において、情報共有と情
報公開の「Environmental Information Platform」活用のパイロットプロジェクトが実施された。その
成果に基づき工業団地の情報公開に関する施策提言を行い、現在MONRE大臣によるRegulationと
しての承認に向けてのプロセスに入っているとのことである。 
韓国がMONREに対して研修センター設立支援をする計画もある。MONRE側が研修センターの

建物を準備し、韓国側が専門家を投入する予定であるが、センター建設が滞っているために進ん

でいない。この研修センターはVEAのpollution control部がDONREの指導を行うための施設となる
予定である。 

CIDAのように10年以上にわたって支援を続けているドナーもあり、プロジェクトで開発された
各種ツールや研修教材の蓄積も多い。これらを資産と考え本プロジェクトでも効果的に活用する

べきである。しかし、世銀のレイティングシステムのようにプロジェクト終了後には顧みられな

くなってしまうようなものもあり、原因を分析してその轍を踏まないことが重要である。 
 
２－５ ローカルコンサルタント状況 

ベトナムの環境に関連するコンサルタントは数多くあり、実力も期待できる。本調査ではそれ

ぞれ業務内容に特徴のある2社を訪問し、インタビューを行った。それぞれについて業務内容をか
いつまんで以下にまとめる。 
＜COCOMO社＞ 
いわゆる環境調査会社で、EIAレポート作成（そのためのベースライン調査実施含む）、CDMの

プロジェクトデザインドキュメント作成、排水処理施設導入についてのコンサルティング、その

他各種環境調査を行っている。主に企業を顧客としているが、同様の会社は多く競争が厳しいと

のことである。 
＜LPSD社＞ 
正式名称はThe law and policy of sustainable development research centerである。法と施策に関する

調査を行うが特に環境分野が強く、政府機関からの仕事も多い。社会調査、住民啓発活動、会議

開催補助業務などプロジェクト実施のサポートも請け負っている。主要スタッフは法律家が多く、

大学の法学部教授も抱えている。本プロジェクトの参考になりそうな業務経歴を以下に挙げる。 
・ Assessment of legal system on bio-safety compliance and monitoring in Vietnam（発注者 

VEPA） 
・ Project for support to the development of plan on implementing law on biodiversity from 2009 to 

2014（発注者 JICA） 
・ Social survey and investigation and collection of information of program plan, policy forward 

sustainable development in coastal areas of Vietnam（発注者 MONRE）    
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両社とも、大学教授や企業OBを雇用したり、相談役としていたり、技術的バックグラウンドと
人的ネットワークの強さを協調していたのが印象深い。VEAの新しいラボの設計者について
MONREで尋ねた時には、大学のコンサルティングを受けたとの回答があったが、ベトナムでは大
学が技術コンサルティングを積極に行っている。プロジェクト実施の効率化のために、実力と実

績のあるローカルコンサルタントや大学の活用は有効であると考えられる。また、SEMLAプロジ
ェクトのマネジャーからは、プロジェクトで雇用したローカルスタッフを地方DONREに配置した
ところ、プロジェクト終了後DONREが自らそのスタッフを雇い上げたケースがあったという話が
聞かれた。優秀なローカルの人材をプロジェクトで発掘し育てることも、プロジェクトの円滑な

進行とその継続に役に立つと言える。 
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第３章 協力概要 
 
３－１ 活動の枠組み 
本プロジェクトはMONREの水環境管理政策・管理システム立案能力ならびに対象DONREの水

環境管理執行能力の強化に向けて、5つの成果項目及び付随するそれぞれの活動項目によって構成
されている。下図は本プロジェクトの構成を成果別に概念図として表したものである（活動は主

たる活動項目のみ記載）。 
 

 

図３－２－１ プロジェクト構成概念図 
 

MONREにかかる能力向上のコンポーネントは成果1「水環境管理政策・政策手段を立案する能
力向上」及び成果5「情報の管理・活用能力向上」から構成されている。 
成果1では、現行の国・地方両レベルでの政策レビュー結果をもとに、本活動内での対応課題を特
定し、水環境政策・政策手段にかかる改善素案を作成する。その後、地方省での詳細検討結果を

適宜取り入れながら、最終的には素案から改善「案」にまで昇華させる。 
また成果5については、MONREでの活動を中心としながらDONREとの共同作業も一部で並行さ

せる。活動の行程は現行の情報管理・活用状況にかかるレビューを実施し、そのうえでDONREか
らMONREへ提出されるべき水環境情報の内容、頻度、報告フォーマット等について改善策を策定
する。この改善策はMONRE内部において収集された情報を如何に有効管理・活用するかとの視点
も重視する。最終的には、改善案の本格活用を働きかける実施プロポーザルを策定する。 
    
他方、DONREに特化した能力向上のコンポーネントとしては成果2「水汚染対策執行能力の強化」、

成果3「効果的な水汚染対策策定能力の強化」、ならびに成果4「水環境の啓発能力の強化」から構
成される。 
成果2の内容は更にインベントリ、モニタリング、インスペクションの3分野から構成されてお

水環境管理能力の向上

＊MONRE

＊DONRE(対象5省）

プロジェクト目標

MONRE

能力向上：

水環境管理政策

管理システム

活動

1．国・地方レベルの環境管理政

策・手段にかかるレビュー、課題

整理

2．MONREパフォーマンス評価

3．政策・手段立案の研修実施

4. 水環境管理政策・政策手段の

改善素案の作成

5.　結果共有ワークショップ実施

6.　改善最終案の提出

活動

1．現行の情報収集・管理につい

てレビュー、課題を抽出

2．情報の優先づけ

3．報告の仕組み（フォーマット、

報告媒体、回数等）について改

善策を策定

4. 試行的な情報収集の実施

5.　結果共有ワークショップ実施

6.　改善プロポーザルの作成

主たる技術支援対象：

MONRE

主たる技術支援対象：

対象DONRE

成果1：

水環境管理政策・政策手

段の立案能力の向上

成果5：

情報管理・活用能力向上

DONRE

能力向上：

水環境管理執行能力

成果2：

水汚染対策執行能力向上

：インベントリー

：モニタリング

：インスペクション

成果3：

水質汚濁対策策定能力の

向上

成果4：

水環境の啓発能力向上

活動

1.　汚濁対策執行パフォーマン

スの評価、課題の整理

2.　改善素案(成果1関連）の適

用可能性の検討

3.　対策案骨子の策定

活動

1.　環境啓発活動にかかる体

制、実施状況のレビュー、分析

2.　環境啓発活動計画の策定

3.　環境啓発活動の実施

4.　活動結果レビュー、継続実施

活動

モニタリング

1.　ガイドラインのレビュー

2.　モニタリング計画の策定

3.　モニタリング研修の実施

インベントリー

1.　キャパシティ・アセスメント

2.　ｲﾝﾍﾞﾝﾄﾘｰ・ﾌｫｰﾏｯﾄ改訂

3.　汚濁源の情報整備・更新

インスペクション

1.　キャパシティ・アセスメント

2.　ガイドラインのレビュー

3.　インスペクション研修

4.　インスペクション計画策定及

び実施(改善命令/行政指導）
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り、各々の対象5省が自らの現行能力、ニーズに照らし合わせたうえで詳細の活動メニューを選択
する仕組みとしている。ゆえに、成果2にかかる活動内容は各省においてよりスリム化される見込
みである。 
成果3では、成果1の活動過程において策定される政策・政策手段の改善素案のより具体的な検

討作業を行う。本プロジェクトの活動では改善素案を基礎としながら、効果的な水質汚濁対策の

ための対策骨子案の策定までを視野に入れる。なお、骨子案は進捗状況如何ではパイロット的な

取り組みへの移行も検討するものとする。具体的なパイロット活動の実施可能性は、中間レビュ

ー時に確認し、次段階（フェーズⅡ）への展開が円滑となるように留意する。 
また成果4では、市民、産業界に対する水環境啓発活動について既存の取り組みをレビューし、

そのうえで改善案を組み込みながら新計画の作成、実施、継続といった活動を行う。 
 
３－２ プロジェクト期間 

本プロジェクトは実施期間を3年間（2009年－2012年）に設定する。 
プロジェクト活動の進展に伴い、本プロジェクトが対象とする5省のみならず、全国の地方省への
普及も視野に入れたフェーズⅡとしての活動も追って検討する。 
 
３－３ PDM（案）、PO（案） 

３－３－１ PDM（案） 
本プロジェクトにおけるPDMは下表のとおりの内容である（本詳細計画調査時）。プロジェク

ト要約に対応する指標及び外部条件は後述３－８－２の有効性の項を参照。 
 

表３－３－１ PDMプロジェクト要約 

上位目標 
MONRE及び全国のDONREの水環境管理にかかる執行能力が強化される。 
* MONREの能力とは、政策・制度の執行能力を含む。 
 

プロジェクト目標 
MONRE及び対象DONREの水環境管理にかかる行政執行能力*が強化される。 
*本能力が包含する意味は以下のとおり。 
MONRE – 政策・制度立案能力ならびに情報管理・活用能力 
DONRE – 基礎的な水汚染対策執行能力、対策策定能力、環境啓発活動実施能力、情報管理・
活用能力 

成果 
1）執行性の高い水環境管理政策・政策手段を立案するMONREの能力が向上する。 
2）対象各DONREにおける基本的な水汚染対策執行能力（環境モニタリング、汚染源インベ
ントリ、汚染源インスペクション）が強化される。 

3）対象DONREにおける効果的な水汚染対策を策定する能力が強化される。 
4）対象DONREの市民、産業界に対する水環境の啓発能力が強化される。 
5）MONRE・DONREの情報の管理・活用能力が強化される。 
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活動 
 
1）執行性の高い水環境管理政策・政策手段を立案するMONREの能力が向上する  
1-1 国レベルの環境管理政策・政策手段の基礎的な情報を収集し、基本的な分析を行い、課

題を整理する。 
1-2 対象DONREにおける環境管理政策・政策手段の執行上の問題点を調査し、課題を整理

する。 
1-3 活動1-1、活動1-2の結果をもとに、水環境管理政策・政策手段をレビューし、MONRE

の（特に産業汚染にかかる）水環境政策・政策手段の執行上のパフォーマンス評価を行

う。 
1-4 MONRE及びDONRE職員を対象に、水環境管理政策・政策手段について調査・研究手法、

開発策定方法、レビュー・改訂方法にかかる研修を行う。 
1-5 水環境管理政策・政策手段の改善素案を作成する。 
1-6 成果2、成果3にかかる活動実施結果についての意見を聴取し、且つ結果・教訓を共有す

るためのワークショップを実施する。 
1-7 1-5で策定された改善素案を見直す。 
1-6 水環境管理政策・政策手段の改善案を提案する。 
 
2）対象DONREにおける基本的な水汚染対策執行能力（環境モニタリング、汚染源インベン
トリ、汚染源インスペクション）が強化される。  
2-1 対象各DONREの基本的な水汚染対策執行能力にかかるキャパシティ・アセスメントを

行う。 
2-2 対象各DONREにおいて3課題（環境モニタリング、汚染源インベントリ、汚染源インス

ペクション）のうち、主として取り組む課題を決め、活動内容を抽出する。 
2-3 対象各DONREにおいて2-2において抽出された活動内容を実施する。 
 
課題1 環境モニタリングの活動 
課1-1 モニタリングガイドライン・マニュアル（1）をレビューする。 
課1-2 （必要に応じて改良を加えた）上記ガイドラインに基づき、地域性を加味したモニタ

リング計画を策定する。 
課1-3 定期的なモニタリングを計画に沿って実施する。 
課1-4 モニタリングにかかる研修（信頼性向上のための品質管理等を含）を実施する。（注：

対象DONREによって内容変更必要～ラボの有無、分析作業外注の有無など） 
課1-5 モニタリング結果を解析、評価し、モニタリング計画へのフィードバックを行う。 
（1）河川流域水環境管理調査・VASTプロジェクトで策定されたマニュアル・ガイドラインを
含む。 
 
課題2 インベントリの活動 
課2-1 対象DONREの汚染源インベントリにかかるキャパシティ・アセスメントを行う。 
課2-2 既存のインベントリフォーマット（2）をもとに、各DONREの現状に即した改定作業を
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行う。 
課2-3 改定したインベントリフォーマットを活用し、主要汚濁源のインベントリ調査を行

う。 
課2-4 主要汚濁源に関する情報を整備する。 
課2-5 定期的に主要汚濁源のインベントリ調査を対象DONREが主体となって行い、主要汚

濁源に関する情報を追加・更新する。 
（2）既存のインベントリフォーマット及び河川流域水環境管理調査で策定されたインベント

リフォーマットを想定。 
 
課題３ インスペクションの活動 
課3-1 対象DONREのインスペクションにかかるキャパシティ・アセスメントを行う。 
課3-2 既存のインスペクション・ガイドラインをレビューする。 
課3-3 （必要に応じて改良を加えた）上記ガイドラインに基づき、及びインベントリ調査の

結果も活用し、インスペクション計画を策定する。 
課3-4 有効なインスペクション実施のための研修を実施する。 
課3-5 インスペクション結果に対する行政措置の判断基準を明確にする。 
課3-6 課3-1～課3-5を踏まえたインスペクションを実施する。 
課3-7 対象DONREが課3-6に基づき改善命令/行政指導を行う。 
 
3）対象DONREにおける効果的な水汚染対策を策定する能力が強化される。  
3-1 対象省における各種対策の先行事例も含め、水汚染対策執行パフォーマンスを評価し、

課題を整理する。 
3-2 1-5で策定された改善素案の対象省への適用可能性を検討し、3-3以降の活動を行う対象

省を絞込む。 
3-3 効果的な水汚染対策を策定する対象地域あるいは対象産業群を特定する。 
3-4 効果的な水汚染対策のための対策案骨子を策定する。 
 
3-5 対策案をパイロットサイトにて試行する。【実施可能な場合には円借款によるツーステ

ップローンによりエコノミックツールを支援する】 
3-6 活動3-5の結果を踏まえ、対策案の改善を行う。 

*この内容は別途ミニッツで記載、説明。 
 
4）対象DONREの市民、産業界に対する水環境の啓発能力が強化される。  
4-1 対象省における環境啓発活動にかかる体制、実施状況をレビューし、分析を行う。 
4-2 対象省におけるDONREの水環境分野における環境啓発活動計画を策定する。 
4-3 活動4-2の活動計画に基づき、環境啓発活動を実施する。 
4-4 活動結果をレビューし、環境啓発活動計画に反映し、活動を継続する。 
*これらの活動はMONREによるガイダンスと協力を得ながら、対象DONREにおいて実施す
る。 
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5）MONRE・DONREの情報の管理・活用能力が強化される。  
5-1 水環境管理に関連する情報の収集・管理・政策実施への反映について実施状況をレビュ

ーし、課題を抽出する。 
5-2 MONRE・DONREが行政・施策のために必要とする情報の優先づけを行う。 
5-3 全DONREから収集する報告の仕組み（フォーマット、報告媒体、回数等）について改

善方策を策定する。 
5-4 改善された情報収集の仕組みで試行的に対象DONREから情報収集を行い、MONREにお

いてその情報の活用を図る。 
5-5 活動5-4の結果を関係者で共有するワークショップを行う。 
5-6 MONREが上記改善案を実施に移すプロポーザルを策定する。 
 

 
３－３－２ PO（案） 
本プロジェクトの実施行程にかかる特徴としては、プロジェクト開始冒頭にハノイ常駐の長

期専門家（プロジェクトリーダー）及び短期専門家によって、MONRE及び対象5省にかかる現
状調査を実施する点である。現状調査においては、ローカルコンサルタントも適宜投入しなが

ら、プロジェクトの本格実施に向けた先方政府との体制整備及び活動メニューの選択（特に成

果2関連）を行う。その後は、MONREでの活動を主体とする上記の長期専門家（2名）と（短期）
専門家チームによる各対象DONREでの活動が並行して実施されることとなる（詳細は付属資料2．
M/M添付のPOを参照）。 

 
３－４ 実施体制 

３－４－１ プロジェクト・ダイレクター及びマネージャー/共同マネージャーの配置 
本プロジェクトでは全体の総括として、プロジェクト・ダイレクターを配置し、その下にプ

ロジェクト進捗を日常的に管理するプロジェクト・マネージャーを置く体制を採用する（前者

にVEA総局長もしくは副総局長、後者にVEA副総局長もしくはVEA国際関係局長が任命される
予定）。 
また本プロジェクトが地方省においても重要な活動を展開することにかんがみ、共同プロジ

ェクト・マネージャーの役職を設け、対象5省の各DONRE局長を任命することとしている。さら
に、縦割り色が強い同国の組織内命令系統にも配慮し、本プロジェクトでカウンターパートを

派遣するVEA内の各部署局長・部長も合わせて、共同プロジェクト・マネージャーとして任命
する予定である。 

 
３－４－２ 合同調整委員会の設置 
プロジェクトの円滑な進行に寄与する目的をもって、本プロジェクトでは下記のメンバーで

構成される合同調整委員会の設置を計画する。 
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表３－４－１ 合同調整委員会メンバー 

委員会内役職 メンバー（組織） 

議長 MONRE副大臣もしくはVEA総局長 

プロジェクト・ダイレクター 

プロジェクト・マネージャー 

共同プロジェクト・マネージャー 

MONRE国際局 

MPI 

ベトナム側メンバー 

VEA国際局（MONRE国際局とは異なる） 

JICA専門家 日本側メンバー 

JICAベトナム事務所 

オブザーバー 日本大使館 

 
３－４－３ 地方省での体制 
本プロジェクトにおける地方省での実施体制は、カウンターパートの任命とともに各省で詳

細を決定する予定である。省単位での合同調整委員会もしくはそれに類した委員会の設定も5省
で一律的な構成を適用/要求するのではなく、それぞれの省の現状に即した形態を考慮する。つ
まり省によっては、合同調整委員会の設置は行わないことも想定する（参考：バリアブンタウ

省においては本プロジェクト実施に際して、省環境指導委員会（DONREを中心にしながらDOIT
や工業団地管理局など関連組織で構成）を立ち上げすることが表明されている）。 

 
３－５ ベトナム側の投入 

本プロジェクトにおけるベトナム側の投入（案）は下表のとおりである。 
 

表３－５－１ ベトナム側の投入（案） 

投入項目 詳細 

カウンターパートの配置 MONRE：成果１、成果３、成果５対応 
DONRE：成果２、成果３、成果４、成果５対応 

プロジェクトの執務スペースならびに資
機材確保 

MONRE及び各DONRE 

必要経費 例：ワークショップ、セミナー開催場所・機材、カ
ウンターパートの国内出張費用、カウンターパート
の給料等ローカルコスト、プロジェクトで供与され
る機材の維持管理費用 
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３－６ 日本側の投入 

本プロジェクトにおける日本側の投入（案）は下表のとおりである。 
 

表３－６－１ 日本側の投入（案） 

投入項目 詳細 

専門家の配置 長期専門家：成果1、成果5 
業務調整員 
短期専門家（水環境行政・地方）：成果1 
短期専門家（情報管理）：成果5 
専門家チーム：成果2、成果3、成果4 
ローカルコンサルタント（地方DONRE常駐）：成果
2、成果4 
ローカルコンサルタント（調査）：成果1、成果5 

最小限の機材 フエDONREのモニタリングにかかる機材 

必要経費 例：専門家の業務費、通訳 

 
フエのモニタリング機材については、pH、電気伝導度、BOD、COD、塩化物イオン、アンモニ

ア性窒素など基本項目が測定できるようになるための最低限のセットとする。 
 

３－７ 実施上の留意点 
３－７－１ 都市水環境プログラムにおける他プロジェクトとの連携について 
本プロジェクトは都市水環境プログラムにおいて設定されているプログラム成果1「水環境全

般にかかる行政機関の能力向上」に対する中核的な投入と位置づけられている。また本プログ

ラム成果1そのものが、プログラムの全体目標達成のために主たる成果のひとつとして位置づけ
られている。 
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図３－７－１ 都市水環境プログラム概念図 

 
本プロジェクトはプログラム成果1を構成する、その他の投入：「河川流域水環境管理調査」

ならびに「水環境管理技術能力向上プロジェクト（フェーズⅡ）」との間で、水環境管理にかか

る各種マニュアル/ハンドブック、インベントリフォーマットなどの採用/共通化といった連携が
期待できる。また、本プロジェクトは政策・政策手段策定能力支援といったコンポーネントを

擁している点において、MONRE在長期専門家「環境管理政策アドバイザー」との間での密なる
連携をもって相互の活動を円滑化させる相乗効果も期待できる。 
さらに本プロジェクトでは、水環境改善にかかる各種ハードコンポーネントの円借款支援が

行なわれている（行われる予定の）ハノイ、ハイフォン、ホーチミン、フエを対象地方省に加

えたことで、本プロジェクトの成果はプログラム成果3との間でも直接的な連携効果を生むこと
が期待できる。 

 
３－７－２ ベトナムの現状との整合性 
ベトナムの環境法制度とそれにかかる実施組織は、急速に変貌しつつあり、本報告書で述べ

られていることのいくつかはプロジェクト実施時には既に古くなっているかもしれない。その

ような激変期であることを認識し、最新の情報管理が重要である。また、活動内容にはフレキ

シビリティを持たせ、ベトナム側の変化に合わせて途中で見直すことも必要になるだろう。 
本プロジェクトでは対象となる5DONREはレベルが異なっており、プロジェクトで設定する到

達レベルもそれぞれの現状に即したものとなるよう設計される。特に成果2についてはカフェテ
リア方式とでも言うべく、3つの活動課題とそれぞれの活動内容から、各DONREの実情に応じて
選択するという方式である。従って、それぞれのDONREの力量とニーズのアセスメント、全体

プログラム目標
ベトナムにおける公共用水域の水質が改善され、多様な水利用ニーズを満たすように、汚染負
荷を軽減する。

プログラム成果2
調査・研究機関
の能力向上

プログラム成果3
排水・汚水処理施設の整備と
管理機関の能力向上

プログラム成果1
水環境管理全般に係る行政機関の能力向上

水環境技術能力向上プロ
ジェクト（フェーズ2）
（技プロ）

環境管理政策アドバイザー

河川流域水環境管理調査（開発調査）

全国水環境管理能力向上プロジェクト（技プロ）

ホーチミン水環境管理能力強化プロ
ジェクト（技プロ）

ホーチミン市水環境改善事業（円借
款）

ハノイ市水環境改善事業（借款）

ハイフォン都市環境改善事業（円借
款）

主なﾀｰｹﾞｯﾄ：調査・研究機
関

主なﾀｰｹﾞｯﾄ：天然資源環境省（中央政府）、天然資
源環境局（地方省） 主なﾀｰｹﾞｯﾄ：建設省（中央政府）、公

共事業局（地方省）
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計画に沿った達成目標の設定が活動の初期に重視される。また、円借款事業との相乗効果を念

頭においた、水質改善状況を確認するためのモニタリングの充実を図る等の活動も必要である。 
以下に対象組織毎の留意点を述べる。 

＜MONRE＞ 
MONREについては、C/PとなるVEAが調査時にはまだ組織が発足したばかりということで、

業務分掌がサブデパートメント間で明確化していない状況である。たとえば、DONREから上が
ってくる環境データのMONRE内の流れは、いくつかのインタビューを重ねてもはっきり分から
なかった。従ってプロジェクト開始時点でまず業務分掌をはっきりさせ、ターゲットとなる部

門を特定することが必要である。特に、成果5に関連する情報管理についてはVEA内の情報の流
れの明確化、受け渡し・保管の責任所在の確定が重要である。 
＜フエ＞ 
今回の対象DONREのなかでも最も弱小と考えられるが、人民委員会が最も熱意を見せていた

省であり、現在のレベルが低いだけに成果を形にして出しやすいと考えることもできる。ベト

ナムではどちらかと言えばレベルのあまり高くない省の方が多いとも言われており、フエの成

果は他省へのモデルケースとなる可能性もある。 
フエ省ではモニタリングセンター設立計画があり、既に具体的にそれに向けて動いていると

ころである。フエへのモニタリング能力向上に関する支援は、基本項目が測定できるようにな

るという達成レベルを想定しているが、センター計画の進捗によっては活動の見直しが必要と

なる可能性がある。 
＜バリアブンタウ＞ 

SEMLAプロジェクトで導入された手法を生かしたプログラム作りが必要であると考えられる。 
＜HCMC＞ 

HCMCでは、モニタリングは外注でやってきたが、ここに来て内部化しようとしている。本プ
ロジェクト活動では今ある状況を改善する目的で、外注先の品質管理手法や最低限DONREでや
るべき品質管理活動についての活動をすることになると考えられるが、フエ同様、モニタリン

グセンター設立計画の進捗によってはニーズが変わってくることも考えられ、注意が必要であ

る。 
＜ハノイ＞ 
昨年合併したハータイ地区の水環境保全対策に関して課題を多く抱えている。全体的には

DONREの中でも最も先進的と考えられ、パイロットプロジェクト実施に向けた問題解決型のプ
ログラム策定をめざすべきであると考えられる。また、旧ハータイ地区をはじめとし、今まで

に他組織の研修などの実績もあることから、普及活動にも一役買って貰えるだけの実力はある。 
＜ハイフォン＞ 
水源の確保を目的とした水質保全という明確な目標を持っている。モニタリングセンターは4

月に隣接するビルに移転する予定である。現在は一般項目しか測定していないが、３－７－４

で示した共通サンプル分析結果を見ると品質に課題があるようである。 
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３－７－３ 啓発活動の重視 
近年、マスコミ等でも盛んに環境問題がとりあげられるようになり、市民の注目度も増して

いるように思われるが、経済重視から環境保全重視へ舵取りを変えるためには、さらに市民の

声が大きくなることによる後押しが必要である。またベトナムの水質汚濁の原因の大きなもの

は生活排水であることから、市民の意識向上は時間がかかってもじっくり取り組むべき課題で

ある。また、企業への啓発活動により、環境対策を実施した方が最終的なベネフィットが高く

なるという認識を高めることも重要である。また、環境関係ではない部署の公務員や人民委員

の意識が低いという声も聞かれ、広い啓発活動が環境改善の基礎力を向上させるために必要で

あることがわかる。 
 
３－７－４ 水質分析の品質について 
現地でモニタリング結果の正確さを知る目的で、訪問先DONREに共通サンプルを持ち込んだ。

その結果を以下に示す。 
 

表３－７－１ DONRE 水質分析結果 

 分析結果 

 フエ 
バリアブ
ンタウ 

HCMC
ハノイ

CENMA
ハイフォ
ン 

設定濃度 ベトナム排水基準

       A B C 
ヒ素 n.d. < 0.001 0.053 0.0524 －＊ 0.05mg/l 0.05 0.1 0.5
カドミウム 0.00845 < 0.025 0.022 0.0139 －＊ 0.02mg/l 0.01 0.02 0.5
鉛 0.0608 < 0.2 0.052 0.0649 －＊ 0.06mg/l 0.1 0.5 1 
硝酸体窒素 3.3 4.5 3.85 2.76 2.18 3mg/l （表流水10、15）
塩化物イオン 11.5 6 14.2 5.88 < 0.5  500 600 1000

備考 
外注：フ
エ大学 

 

外 注 ：
EDC-HD 
Corporati
on 

      

 

定量下限
値記載な
し 
分析方法
記載なし 

金属の定
量下限値
が排水基
準値より
高い 

  

定量下限
値記載な
し 
上記は問
い合わせ
による回
答 

試料は河川
水で調整 

   

＊ ハイフォンの金属の分析はCENMAに外注しているので依頼せず 

 
この結果から、いくつかの問題が発見される。不検出（n.d.）として報告されているケースで、

フエとハイフォンは定量下限値が記載されていなかった。バリアブンタウはDONREのモニタリ
ングセンターで測定をしているが、今回試験を依頼した項目のうち、カドミウムと鉛の定量下

限値が高く、ベトナムの排水基準値A類型を満足しているかどうか判定できない。今回の試料調
整はIDEに依頼し、河川水を溶媒として標準物質を添加したスパイクサンプルとなっている。塩
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化物イオン濃度は河川水の濃度であり設定値はないが、5DONREで見事に分かれてしまい正しい
値の推定もできない。VILASの認証を取り、一定のレベルに達していると思われていたラボで、
これだけバラツキが見られるのは、品質管理面でまだ改善の余地が大きいことが予想される。 

 
３－８ 5項目評価 

３－８－１ 妥当性 
３－８－１－１ ベトナム政府の政策との整合性 
ベトナム国家開発政策の根幹を成す「第8次経済社会開発計画（2006-2010）」では、同国の

急速な経済発展に伴う環境汚染の深刻化にかんがみ、環境保護にかかる取り組みを三大主要

課題のひとつとして掲げている。 
また環境セクター政策の側面においては、「国家環境保護戦略：2010年ならびに2020年に向

けたビジョン」（2003年）及び「天然資源・環境セクター5カ年計画（2006-2010）」（2006年）
を定め、環境保護・管理に向けた各種の優先課題を掲げている。これら戦略/計画においては、
MONREおよびDONREが優先課題実施のための最たる責任機関として位置づけられており、
両組織の能力強化は必須の取り組みとされている。 
特に5カ年計画においては、6項目から成る「5カ年計画達成のための主要手段」として、

①MONRE・DONREの組織能力強化（地方省への分権・移譲含）、②研修活動の促進（研修計
画・人材開発計画の策定等）、③環境保全のためのコミュニティ参加促進が挙げられている1。 
以上のことから、本プロジェクトがめざすMONRE及びDONRE職員・組織の能力強化なら

びに能力強化の過程において取り組む住民啓蒙・コミュニティ参加の促進は、ベトナム政府

の政策内容と整合しており、政策面における妥当性は担保されているものと判断できる。 
 

３－８－１－２ 国別援助計画との整合性 
日本の対ベトナム国別援助計画（平成16年）では、ベトナムの「①成長促進」、「②生活社

会面での改善」、「③制度整備」を重点援助分野の3つの柱として据えており、環境汚染・公害
対策はそのうちの「②生活社会面での改善」にかかる主要コンポーネントとして位置づけら

れている。特に支援対象として水質と大気質の改善に焦点があてられており、本プロジェク

トの内容は同援助計画に整合しているものと判断される。 
また現在改訂中である次期対ベトナム国別援助計画案においても、「環境保全」は「経済成

長促進・国際競争力強化」、「社会・生活面の向上と格差是正」、「ガバナンス強化」と並ぶ4本
柱のひとつとされており、水質管理をはじめとする都市環境管理強化のためには施設の整備

とともに行政能力の向上・人材育成に重点を置くこととしている。 
以上のことから、本プロジェクトは日本の国別援助計画と整合しているものと判断できる。 

 
３－８－１－３ ターゲットグループの選定 

a．ターゲットグループのニーズとの整合性 
MONREは、近年制定した水環境にかかる法規制・制度が必ずしも期待された成果を挙

げていないため、それらの有効性を検証し、かつ改善を図りたいとしている。またMONRE

                                                  
1 その他の主要手段として「科学技術の開発」、「施設・資機材の整備」及び「環境開発・保全に対する国際協力の促進」が挙げられ
ている。 
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とDONREの間では情報の相互交換/利用が効果的に行われておらず、情報管理・活用方法
の改善もあわせて求めている。他方、DONREにおいては定期的且つ体系的な職員研修が
実施されておらず、省によっては、水環境対策にかかる基本的な業務においてさえ必要

な技術レベルを満たしていない現状も散見されている。 
以上の点から、MONREに対する政策面及び情報面での能力向上支援、ならびにDONRE

に対する基本的な対策執行に係る能力向上支援は両組織のニーズに整合しているものと

判断できる。 
 

表３－８－１ 職員研修一覧 

DONRE 研修内容 場所 参加者数 実施年

物理化学分析センター（ホーチミン） 1人 2007年

QUATEST 2（Quality Assurance and 
Testing Center）、ダナン 

1人 2007年

フエ モニタリング全般 

MONR（ハノイ） 1人 2007年

バリア
ブンタ
ウ 

SEMLAプロジェクト
による日常的な活動
をとおした研修 

バリアブンタウ他 主たる研
修受講者
はモニタ
リングセ
ンター 

2008年

サンプリング方法・
保管方法 

ホーチミン N.A 2008年ホーチ
ミン 

新人研修 ホーチミン＋ベトナム国内 N.A 2008年

モニタリング（分析）海外研修（日本～JICA） 3人 2008年

水文気象  N.A  

ハノイ 

GIS ベトナム国内 N.A 2008年

モニタリング全般 海外研修（韓国、オーストラリア） 2人 2008年ハイフ
ォン クリーナープロダク

ション 
海外研修（日本） 1人 2009年

（予定）
注：情報は全て本詳細計画調査における質問票調査ならびに聞き取り調査結果による。これら実績に加えて、ドナ

ー支援の短期間研修などが折々で実施されているもよう。 

 
b．対象DONREの選定 
本プロジェクトではDONREの現行能力を3段階に区分けし、それぞれのレベルから「先

進」とされるハノイ、ホーチミン、「中程度」とされるハイフォン、バリアブンタウ、「発

展途上」とされるフエをバランスよく選定しており、域内周辺への普及効果も合わせて

期待できる対象省の選定となっている。また、いずれも大都市及び地域の中核都市とし

て、都市環境問題及び産業公害問題が顕在化しており、このうち特に産業公害問題を改

善、予防するための地方行政としての環境管理能力の強化は急務でありニーズは高い。

さらに、ハノイ、ホーチミン、フエ、ハイフォンでは都市環境問題の改善を図るため下

水処理場の整備を中心とした円借款による水環境改善事業が実施されており、地域の水
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質改善という共通のスーパーゴールの実現に向けて、産業公害問題・都市環境問題の両

面に対応する効率的な投入が期待される選定となっている。 
 

３－８－１－４ 日本国技術の優位性 
日本は水環境をはじめとした各種の公害対策に対して、法制度や各種基準の整備、行政お

よび住民による環境対策手法、企業の遵法意識の向上など、長年の取り組みを通して蓄積さ

れた経験/知見を豊富に有している。これら日本が経験してきた実効性の高い各種取り組み・
制度を現地活動、及び本邦研修を通じて伝え、相手国実施機関の能力開発ができる本プロジ

ェクトは「日本国技術の優位性」を活用するものであり、その観点において高い妥当性を有

している。 
 

３－８－１－５ 案件内容の公益性・ODAとしての適格性 
本プロジェクトは、直接的にはMONRE及び対象DONREが裨益者となるものであるが、間

接的には水質環境の改善、保全に浴する対象地域の住民にも多大な便益が与えられる。これ

は社会全体の便益にも繋がるものであり、公益性は高く、ODAとしての適格性を十分に備え
ていると判断される。 

 
３－８－１－６ 他ドナーとの重複・補完関係 
水環境管理分野においては、世界銀行が2007年から2009年8月の予定でMONRE/VEAを対象

にProject for Improving the Institutional Capacity for Water Pollution Control in Vietnamを実施して
おり、企業の環境パフォーマンス・レーティングや情報公開手法の開発・試行、実施細則の

実行状況のレビューを行っている。スウェーデンもMONRE/DONREの環境管理能力強化を目
的としたSEMLA（Sweden Cooperation Programme on Strengthening Environmental Management 
and Land Administration in Vietnam）プロジェクトを実施しており、情報共有と情報公開のシス
テム「Environmental Information Platform」を活用したパイロットプロジェクトを実施している
ことから、これらの情報・成果について有効に活用することを計画する。また、カナダCIDA
によるVCEP（Vietnam Canada Environment Project）はフェーズⅠ、フェーズⅡと1996年から2006
年まで10年間にわたって実施、さらにフェーズⅢとして2009年4月からMONRE・DONREに対
して産業公害（廃棄物、土壌汚染、大気汚染、排水）対策・防止のためのツール開発と環境

対策基金の計画・予算化・管理にかかる能力強化を実施していることから、互いの活動を補

完し、相乗効果のある活動を計画する。 
 
３－８－２ 有効性 
３－８－２－１ プロジェクト目標と成果との因果関係及びプロジェクト目標達成見込み 
本プロジェクトではプロジェクト目標の達成に向けて、総合的な水環境管理能力を構成す

るコンポーネント（分野別の能力強化）を各成果として位置づけ、プロジェクトをデザイン

している。そのため、成果を達成することはプロジェクト目標の達成を基本的に確約するも

のであり、因果関係の視点からも両者間の構造は論理的に成立している。したがって、プロ

ジェクト目標は達成される可能性が高いと判断できる。 
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３－８－２－２ 外部条件・前提条件充足の可能性 
プロジェクト目標達成のための外部条件の充足可能性は十分高い。しかしながら、地方省

では経済発展に高い優先度を置く可能性も懸念されるため、プロジェクトとしては常に人民

委員会とのコミュニケーションを取りながら、地方省人民委員会からの汚染企業の是正及び

プロジェクトの活動への協力について、有効なコミットメントを維持できるように留意する

ことが求められる。また、地方省の関連部門はDONREと同格のため、横の連携の弱いベトナ
ムにおいて協力を得るためには人民委員会の支援は不可欠であり、留意が必要である。 

 
３－８－３ 効率性 
３－８－３－１ 人的投入 
本プロジェクトは活動対象地が北部、中部、南部に分散しており、且つ対象組織もMONRE

とDONREとに二分されているため、日本側投入はローカルコンサルタントの活用をはじめと
し、その活動の多様性と地理的分布に効率よく対応することをめざしており、妥当な構成と

なっている。 
一方、ベトナム政府側の人的投入は、MONREについては、プロジェクトにかかわるカウン

ターパート部署が提示され始めているが、DONREについてはカウンターパート部署・人員の
詳細は今後プロジェクトの活動詳細を説明のうえ、検討される予定となっている（R/D締結時
までにはベトナム政府側の最終案が提示される予定）。 

 
３－８－３－２ 物的投入 
近年のベトナム政府は環境セクターへ一定規模の予算を投入しており、DONRE付属及び

DONREから委託を受けている研究機関では充実した近代的資機材を整えており、また、整備
計画を持っているセンターも増加傾向にある。このようなベトナム政府側の整備状況に照ら

し合わせ、本プロジェクトでは必要最小限の資機材投入を想定している。また、ベトナム側

整備計画との補完性のある投入を行うことで、日本からの物的投入は高い効率性を担保でき

るものと考えられる。 
 

３－８－３－３ その他要因（促進効果） 
近年のベトナム政府は環境セクターへ一定規模の予算を投入しており、DONRE付属及び

DONREから委託を受けている研究機関では充実した近代的資機材を整えており、また、整備
計画を持っているセンターも増加傾向にある。このようなベトナム政府側の整備状況に照ら

し合わせ、本プロジェクトでは必要最小限の資機材投入を想定している。また、ベトナム側

整備計画との補完性のある投入を行うことで、日本からの物的投入は高い効率性を担保でき

るものと考えられる。 
 
３－８－４ インパクト 
３－８－４－１ 上位目標達成の見込み 
上位目標：MONRE及び全国のDONREの水環境管理にかかる行政執行能力が強化される。 
指標：  1．排水課徴金の徴収率が向上 

2．改善命令/行政指導による対応・改善率の向上 
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3．排水基準遵守率の向上 
    

上位目標については達成される見込みが十分にあるが、本目標はその対象を広く全国の

DONREとしているため、その能力向上の度合いには各省のベースラインに応じて差異が生じ
る可能性が高い。 

 
３－８－４－２ 波及効果 
本プロジェクトの実施によって、下記に挙げる波及効果が生じることが期待される。 

組織面 
① 対象5省の隣接、域内省への波及効果 

本プロジェクトで実施される域内ワークショップを利用して、本プロジェクトを通し

て得られた各種の成果や教訓などが域内の他省に波及することが期待できる。 
② MONRE・DONREと他組織との関係強化 

MONRE-DONRE間、DONRE-省内関連部署間が本プロジェクトにおいて協働すること
により、関係組織間の意思共有が図られ、本プロジェクトのみならず、他プロジェクト

等においても効果のある組織的、人的コミュニケーションの礎が構築されることが期待

できる。 
社会/経済面 
水質改善によって、特に以下のポジティブインパクトが中長期的視点において期待できる。 
① 飲用水・農業用水・工業用水のための水源増加 

飲用・農業・工業の用途によって夫々の水質基準は異なるが、各種用途に必要な水質

基準を満たす水源が増加・確保されることが中長期的に期待できる。 
② 健康被害、漁業被害の減少 

重金属物質や有害化学物質等を含む汚染物質に対する暴露可能性（量）が減少し、地

域住民の健康被害のリスクが減少することが期待できる。また、科学的な側面のみなら

ず住民の安心感そのものに対しても寄与する効果は大きいと考えられる。 
また、工場排水の処理が進むことで汚染物質・汚濁物質による公共水域への負荷が減

り、水質が改善され、漁業被害が減少することが期待できる。 
③ 水質処理のためのコスト削減効果・浄水コストの削減効果 

飲用・農業用水・工業用の用途にかかわらず、水源自体の水質が改善されることは水

質処理（浄水）のためのコスト削減に繋がることが期待できる。 
 
３－８－４－３ 円借款事業への波及 
円借款事業により建設される下水処理場（建設済み：ホーチミン、建設予定：ハノイ、ハイ

フォン、フエ）への工場から流入する排水の水質がMONREやDONREを通じて適切に監理され
ることにより、処理場の運転障害のリスクが減少することが期待できる。 
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３－８－５ 自立発展性 
３－８－５－１ 政策面 

2020年までを見据えた環境セクター政策「国家環境保全戦略」は、環境行政職員の能力強
化を重要課題のひとつとして掲げている。また対象の地方省においても同様の戦略が策定さ

れており、環境行政組織・職員の能力強化は同様の位置づけである。以上のことから、本プ

ロジェクトの成果は中長期にわたって重要課題として位置づけられる可能性が高い。 
 

３－８－５－２ 組織面 
本プロジェクトにおいて中心的な役割を果たすMONREはVEAの組織強化を同省の優先事

項として打ち出しており、2009年のVEA職員数を2008年比で倍増させる計画を掲げ、省組織
のさらなる発展・拡大をめざしているなど、今後組織的な体力は増すものと考えられる。そ

のため、今後プロジェクト期間を通じて、高い自立発展性を有する可能性は比較的高いと考

えられる。 
一方DONREについても、各地方省に人員増の予定もあるとされており、自立発展性を阻害

する要因は見当たらない。 
 

３－８－５－３ 財政面 
環境分野全般にわたるマクロ的な視点からは、財政面での自立発展性を担保にしうる取り

組みが既に幾つか見られる（国家予算の最低1％を環境保護予算に割りあてるResolutionなど）。
またVEAも予算を増加させており、この傾向は今後も継続される可能性が高い。 

 
表３－８－２ VEA予算 

（億VND） 

 2006年 2007年 2008年 2009年（予定）

VEA予算 約600 約1,150 約1,100 約1,500 

注：数値はVEA計画財務局職員からの聞き取り調査による概数 

 
他方、各対象DONREの中長期的な見通しを現時点で判断することは難しいが、フエ省など、

省によっては予算増額の動きを既に見せている。 
 

３－８－５－４ 技術面 
MONRE職員においては、国内外での高等教育を通じて一定レベルのアカデミックなバック

グラウンドを有している職員が多く、その技術的な能力開発におけるポテンシャルは十分に

存するものと考えられる。 
他方、DONRE職員については、技術的知見を現場行政に活用する経験の蓄積が重要であり、

現場における技術移転と経験の組織全体への共有・普及が重要である。 
なお、モニタリングセンターの資機材に関する維持管理については、未だラボラトリが整

備されていないフエを除く４地方省の付属ラボラトリセンターの全てがISOに準ずるベトナ
ム基準VILASを取得しており、維持管理にかかる技術面においては一定レベルの持続性が担
保されるものと判断できる。 
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３－８－５－５ 社会面 
近年のベトナムではマスメディアを通じて水環境汚染をはじめとした公害にかかる報道が

増加しており、住民の環境意識も年々高まっている。現状から判断するにあたり、地域社会

における本プロジェクトへの期待及び受容性は非常に高いと考えられる。 
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松澤 裕  JICA環境管理政策専門家 

 

(3)  Ministry of Planning and Investment 

Mr. Nguyen Xuan Tien  Deputy Director General Foreign Economic Relations Dept. 

 

(4) Vietnam Environment Administration (VEA), MONRE 

Dr. Nguyen The Dong Deputy Administrator,  VEA 

Dr. Le Ke Son  Deputy Administrator,  VEA 

Mr. Dang Van Loi  Director,   Department of International  

      Cooperation 

Mr. Phung Van Vui Director,   Department of Biodiversity  
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Mr. Le Huu Thuan  Vice Director  Water Resources Management Dept. 

Mr. Nguyen Truong Sinh Vice Director,   Department of Policies and Legal  
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Mr. Nguyen Hoai Duc Vice Director,   Department of Solid Waste  
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      Improvement 

Mr. Vu Ngoc Tinh  Vice Director  Planning and Finance Department 

Mr. Hoang Duong Tung Director,   Center for Environmental Monitoring 

Mr. Houng Minh Dao Director,   Pollution Control Department 

Mr. Nguyen Quoc Khanh Vice Director,   Center for Environmental Information 

      and Data 

Mr. Le Phu Cuong    Center for Environmental Information  

Mr. Nguyen Trung Thuan    Department of Pollution Control 

Mr. Nguyen Hoang Duc    Department of Pollution Control 
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Dr. Do Nam Thang    Institute of Science for Environmental 
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Mr. Phi Long     ICD 

Mr. Nguyen Van Phan     Center for Training and Public  

      Awareness Raising 

Mr. Chu Nam     Environmental Inspection   

      Department 

(5) Hue 

Mr. Nguyen Ngoc Thien Chairman,   PPC 

Mr. Nguyen Van Ngoc Vice Director,   DONRE 

Mr. Nguyen Thanh Binh Vice Director,   Department of Foreign Affairs 

Mr. Phan Canh Huy Chief,    Division of International Relations,  

      Department of Planning & Investment 

Mr. Vo Van Loi     Division of Inspection 

Mr. Vu Thanh Tung    Environmental Police 

 

(6) Baria Vuntau 

Mr. Tran Ngoc Thoi Vice Chairman,   PPC 

Mr. Nguyen Boa  Vice Director,   DONRE 

Ms. Le Tan Cuong     Department of Environmental  

      Protection 

Mr. Pham Van Manh    Environmental Police 

 

(7) Ho Chi Minh 

Mr. Truong Van Lam Chairman of PPC Office,  PPC 

Mr. Nguyen Van Phuoc Vice Director,   DONRE 

Mr. Huynh Kim Phat Vice Chairman,   PPC Office 

Mr. Nguyen Than Huy Deputy head,   Monitoring Division 

Mr. Ngo Than Duc Deputy head,   Solid Waste Management Division 

Mr. Phan Tran Hai Specialist,   Environmental Management Division 

Mr. Lam Hun Nghia    Environmental Police 
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Mr. Ngo Thai Nam Vice Director  DONRE 
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＊ベトナム側の役職ならびに部署名は各省、各 DONREでの英語標記に基づく。 































































視
点
内
容 確認するべき事項 結果

特にカウンターパート機関を中心とした関係者の知識、技能、技術レベル 中央や大都市DONREには留学経験者もおり、
技術レベルも相応に高い人材がいる。

個々の人材の問題意識、責任感のレベル 地域差が大きい。

どのような言語でコミュニケーションが可能か（技術協力実施におけるドナーとの
意思疎通の方法はどのようなものとなるか）

中央は英語での意志疎通が可能である。地方
DONREでは難しく越語通訳が必要。

環境省に相当する組織が存在し、水環境行政の実施組織が整っているか MONRE（天然資源環境省）が存在

水環境行政が一元的に行われているか、多くの省に分散していないか MARD、ＭＯＩＴ、MOCなど多くの省庁に責任が
分散している。

組織内の職務分掌が明確か 法律で規定されるも、組織はまだ流動的

法的枠組み作りの責任を果たしているか、環境基本法、個別法の制定等 法整備は実施細則も含め進行中である。

国レベルの環境管理システム策定の責任を果たしているか、一律的措置の整備等

DONREへの働きかけ、指導、助言が定期的に行われているか 新制度公布時にはセミナーなどによる指導が
行われている。

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調整メカニズムがあるか 省庁間協力のための法令が整備されつつあ
る。

国が、施行を担当する出先機関を持っているか、国が地方へ法令に基づき権限委譲
しているか

DONREが各省で方の執行を担当している。

環境保全に関する基金等の財政基盤整備がされているか 環境保護基金は財政基盤も安定している。

法令により地方に委譲された権限を実施するため、地方の執行能力を向上させる財
政措置や技術支援がなされているか

説明会などを実施している。DONREとの、合同
インスペクションも実施。

地方レベルの環境担当部局が存在し、水環境行政を実施しているか DONRE（天然資源環境局）が存在

水環境行政が一元的に行われているか、多くの部局に分散していないか 部局をまたいだ協力体制があるとのことであ
る。

組織内の職務分掌が明確か
地方自治体の環境保全に対する基本的姿勢が明確になっているか、環境基本条例、
環境保全条例の制定等

環境保全計画など策定されているが、DONRE
によって取り組みの姿勢に差がある。

地方レベルの水環境管理の責任を果たしているか、地域の環境の実状に合ったきめ
細かな施策等

水質改善の目的達成のため、関連する他の組織との連携や調整メカニズムがあるか

地方へ委譲された権限を執行しているか、特に、公共用水域の監視、発生源の監
視・改善命令・指導等

まだ法執行が不十分だと見られる。

対象水域の水質汚濁の問題点とその推移を、デ－タと解析結果を示して説明できる
か
水質汚濁による被害状況(水道水源、地下水、農業、漁業等）を具体的に説明できる
か
水質汚濁の要因を特定しており、その対応策と実施するための課題を説明できるか

トップの問題認識は妥当か、意識改革が必要か

法令遵守の姿勢があるか
トップの問題認識は単なる願望か、デ－タの評価・解析、法令、財政措置に基づい
たものか
環境対策の広報、議会対策をしているか 広報活動は実施している。

トップが対応策を実施に移すため、リーダーシップを発揮しているか

企業による自主モニタリングがなされ、その結果は行政に報告されているか 企業の自主性にまかされており、やらない場合
の罰則が弱い。

自主モニタリング結果の信頼性がチェックされているか されていない。

企業の環境管理・公害対策体制が整っているか、それは自主的か、行政指導による
ものか、法制度に基づくものか
企業の環境パフォーマンス（EP）の評価がなされているか、EPは消費者に公開され
ているか、行政によるEPの評価がなされているか

SEMLAプロジェクトなどで一部試行。

行政側は、業種ごとの業界団体、企業組合等との協力関係を構築しているか

環境保全産業協会のような団体が設置され、各企業の経験をシェアする仕組みがあ
るか
企業の公害防止投資を推進するための、資金の斡旋、技術的助言等をする制度があ
るか
工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出を削減するための対策
（廃棄物の最小化やクリーン・テクノロジー等）を推進する計画が作成され、実行
されているか
市民に情報発信がされているか

公害防止管理者制度に相当するものが導入されているか ない

(6) 企業の環境管理能力

     以下のサブ目標を含む

     ・規制の適切な運用の

       ためのシステム開発

　　 ・企業の環境管理システム

       の形成と強化

個

人

知
識
・
技
能

キャパシティ・アセスメント
の対象項目

(1) 個々の人材の能力

（3) 地方行政の組織

      以下のサブ目標を含む

     ・一元的水管理の強化

     ・組織内の職務分掌の
       明確化
     ・他の組織との連携

(2) 中央行政の組織
 　  以下のサブ目標を含む
     ・一元的水管理の強化
     ・組織内の職務分掌の
　  　明確化
     ・他の組織との連携

（5) 政策決定者の意識

組
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
織

組

織

形

態
・
マ

ネ

ジ

メ

ン

ト

（4) 水質汚濁の問題点と

　　 その要因の把握



中央行政職員に対する研修は実施されているか（頻度、内容、人数等）

その他「(2) 中央行政の組織」にかかる「確認するべき事項」と同じ

地方行政職員に対する研修は実施されているか（頻度、内容、人数等）

その他「(3) 地方行政の組織」にかかる「確認するべき事項」と同じ

「(6) 企業の環境管理システム」にかかる「確認するべき事項」と同じ

「(30) 環境教育・環境学習」にかかる「確認するべき事項」と同じ

自国における、水環境管理の科学的知見を持つ人材が把握され、リストアップされ
ているか
大学、行政研究所、関連業界研究所が連携する仕組みがあるか、セミナー、ワーク
ショップの実施等
研究成果としての対策技術情報が公開されているか

人材とその能力を動員する仕組みがあるか
公共用水域(地下水を含む)の常時監視が、法令で定められているか Decision　No: 16/2007/QD-TTg　モニタリング

網のマスタープランがある。
水質測定計画を作成する者、測定する者、誰に報告するかが明確になっているか

組 測定項目、測定地点、測定方法等を計画し、測定結果の公表等が定められているか 公開しようとしているDONREはある。

公共用水域(地下水を含む)の常時監視が法令で定められているとすれば、それが実
施されているか

予算が不十分なため実施できないDONREが
ある。

モニタリングのデータベースがあるか MONREにあるらしい

モニタリングデータを解析するグループがいるか
モニタリングデ－タの解析結果が、誰にどの程度開示されているか 環境報告書としてまとめられているとのことで

ある。

モニタリングデータの精度はどの程度か、一般への開示に耐えうるか モニタリング結果の品質にバラツキがあり、比
較が難しい。

モニタリングデ－タの解析結果に基づき、その結果がレポートにされ、水質管理の
強化に活用されているか
環境状況報告(State of Environment：SOE)の素案が、関係省庁会議等の横断的調整
メカニズムに提示されているか

工場･事業場から排水する場合は、届け出るように定められているか 排水ライセンス、環境ライセンス、環境保護公
約が存在。

工場･事業場からの排水は、排水基準に適合させるように定められているか 排水基準あり。

行政の長は、排出基準に適合しない排水を排出するおそれのある者に対し、改善命
令や排出停止命令ができるか

出来るが、まだ不十分と考えられている。

工場･事業場から排水を排出する者は、排水の汚染状況を測定し、記録しておくよう
に定められているか

モニタリング計画に則って実施する義務があ
る。

発生源の監視をするための知識・技術を有した集団がいるか 環境インスペクション担当部署が存在。

行政の長は、汚染物質を排出している工場・事業場に対し、適切な指導をしている
か

段階的実施状態。

織 行政の立ち入り検査とフォロー（改善命令、操業停止、罰金）の状況が取りまとめ
られているか
汚濁排出量を把握したうえでデ－タベース化し、これを水質管理に活用しているか していない。

河川ごとに主要な汚染源を地図上に落とし、汚染源ごとの汚染物質の種類や量を把
握して、汚染地図が作製されているか

一部実施。

水質汚染の重点地域、重点企業が把握されているか 汚染企業リストがあり、対策が進められてい
る。リストの見直しも実施。

工場等が立地している地域で、各企業に対し汚染物質の排出を削減するための対策
（廃棄物の最小化、クリーン・テクノロジーの導入等）を推進・支援する計画が作
成され、実行されているか

工業団地は工業団地管理委員会が管轄。

監視・改善命令・指導の状況から判断して、妥当な規制基準といえるか

業種ごとに汚染物質排出量を削減する専門的技術指導を行う体制、対策のマニュア
ル等が整備されているか

策定作業中。

(8) 企業の人材・能力
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(11) 公共用水域の
      水質測定計画

(7) 行政 (中央、地方) の人材・

     能力

(13) 発生源 (工場･事業場) の
      監視
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

(9) 市民の人材・能力

(10) 大学等研究機関の

       人材・能力
　　以下のサブ目標を含む
　　・行政･企業･市民への情報提供
　 　 働きかけの強化

(12) 水環境の監視
      以下のサブ目標を含む
      ・水質モニタリング体制の構築・
　　　　精度の向上
　　　・水質デ－タの蓄積・活用の
　　　　推進と情報公開
　　　・規制の適切な運用のための
　　　  システム開発



環境への負荷、環境の状態、対策に関する統計等が提供されているか MONREのウェブサイトで一部公開。

国レベル、地方レベルで、公共用水域の汚染実態が把握され、その情報が環境報告
書、Webサイト等で住民に提供されているか

国レベル（MONRE）で一部実施。地方は準備し
ているDONREもある。

市民へ緊急時の警報を発信する仕組みがあるか ハノイが検討中との回答あり。

水環境に関する調査・研究が推進されているか、その実績
環境科学技術者集団として、企業、大学、研究機関、科学的基盤をもつNGOs等
が、行政の支援部隊となっているか

大学やコンサルタント会社がコンサルティング
を実施している。

科学的知見を水質汚濁防止の戦略的対策に活用しているか
水環境に関する学会があり、活動しているか
関係者が環境科学技術者集団にアクセスできるか
どのようなマニュアルがあり活用されているか
水環境の監視、モニタリングデ－タの解析 河川流域プロジェクトで策定作業中

発生源(工場･事業場)の監視 河川流域プロジェクトで策定作業中

企業の環境管理
健康影響のある汚染物質が、河川等へ排出された場合の緊急対応

地方自治体が環境保全に関する施策を実施するための費用について、国は必要な財
政上の措置をとるように、基本法、個別法で定められているか

上記の定めによる国からの補助金の実績があるか

対象とする地方自治体は、上部機関からの補助金を受けた実績があるか、その努力
をしているか
対象とする地方自治体は、水質汚濁防止施設の整備に対する財務計画を作成してい
るか
財務計画がなく、ローン等の借入金だけに頼っているか

運営・維持管理の組織があるか
汚染者負担の原則が定められているか、それが適用されているか 鉱山開発など一部業種で現状復帰義務があ

る。
地方自治体は、施設維持管理に係る適正な費用負担の方法を条例等で定めているか

組
対象とする地方自治体は、管理している施設の維持管理費の収支を明確にしている
か
地方自治体は、維持管理費が不足した場合の措置を定めているか

維持管理費が不足しているために、施設が朽ち果てていないか

織
施設が機能しているか、機能していないとすればその原因は何か

担当する組織が明確か

処理区域、処理人口、処理量等が整理されているか
行政と住民がローコストの衛生設備設置など、できることから取り組んでいるか
雨水排除施設の状況 雨水と排水は合流。

行政と住民が汚濁負荷発生量を減らす取り組みをしているか
資金がない、技術がない等、なぜできないかの弁解ばかりしていないか

各施設のインベントリが整理されているか
施設の稼働状況が把握されているか
中央・地方で水質監視等に必要なラボが整備されているか ラボを持たないDONREは外注する。外注先は

豊富にある。

地方のラボに対し、財政措置や精度管理のための支援がなされているか 機材等支援を実施

分析項目に対する十分な精度の機器が整備され、維持管理されているか

基本法、個別法が整備され、水環境管理のために必要な法体系が整っているか 環境保護法、細則、実施のための補助法令な
ど存在する。

基本理念が定められているか 環境保護法

国、地方自治体、事業者、国民の責務が明らかになっているか 環境保護法

環境保全に関する施策の基本となる事項が定められているか 環境保護法

工場・事業場から公共用水域に排水する場合に、届け出るようになっているか 届け出義務有り。ただし新環境保護法制定以
前のものは対象外。

工場・事業場から排水基準に適合しない排水を排出しないように命ずることができ
るか

できる。

工場・事業場から排水・廃液により、人の健康に被害が生じた場合、事業者の損害
賠償責任について定めているか
生活排水対策を堆進することによつて、公共用水域(地下水含む)の水質汚濁の防止
を図るようになっているか
汚濁対策の重点地域を指定し、対策実施を促進する制度が整っているか

補助金、優遇措置等の「アメ」と、取り締まり、罰則等の「ムチ」が定めてあるか 「ムチ」はあるが実効性が弱いものが多い。
「アメ」については表彰制度などがある。また環
境保護基金に低利の融資制度がある。

法

制

度

(23) 実行ある法制度の整備 2
     (個別法の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発

(22) 実行ある法制度の整備 1
     (法体系と基本法の制定)

(20) 現有の水質汚濁防止施設

(21) ラボの整備
      以下のサブ目標を含む
      ・水質分析・検査能力
        の向上

(16) 水環境管理に係る

       マニュアル

　　  以下のサブ目標を含む

　　   ・行政担当官の能力向上

(14) 環境情報の整備と提供

(15) 科学的知見の向上
 　   以下のサブ目標を含む
      ・調査研究能力の向上
      ・行政･企業･市民への情報
　　　提供、働きかけの強化

(17) 施設整備に対する中央の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(18) 施設整備に対する地方の
      財政措置
      以下のサブ目標を含む
      ・財務計画の策定

(19) 施設（下水処理場）維持管理費
       以下のサブ目標を含む
        ・汚染者負担原則の適用
        ・適正な費用負担の方法

物

的

資

産



環境基準が定められているか、人の健康を保護するための基準と、生活環境を保全
する上で維持されるべき基準に分かれているか

TCVNに細かく定められている。

生活環境を保全するうえで維持されるべき基準は、河川、湖沼、海域ごとの利水目
的に応じ、複数の類型を設けて基準が設定されているか

類型指定もある。

水域／河川ごとに環境基準の適合状況が開示されているか 類型当てはめ手法不明

環境基準の適合状況から判断して、基準は妥当な水準か 一部不適切と思われる項目有り。

排水基準には、生活環境の保全に関する項目、人の健康の保護に関する項目が含ま
れているか

含まれている。

一律の排水基準か、地方自治体が上乗せ規制ができるか 独自の規制は可とのこと（Bac Ninhではクラフ
トビレッジへの特別規制あり）

排水基準の遵守状況から判断して、基準は工場･事業場に遵守させるために妥当な水
準か
国レベルで、水質汚濁改善の計画(プログラム）、例えば全国水質改善対策推進計画
が作成されているか
水質汚濁について、国レベル、地方レベルで政策の中に公約が示されているか

公約が示されているにもかかわらず、制度や体制の不備により実施されていないか

経済的インセンティブによる、企業の自主的対策推進が盛り込まれているか

長期的視点による段階的・継続的な取り組みをしているか
地方レベルで、水質管理計画が作成されているか ある。

主な企業と公害防止協定を締結しているか ない。

計画策定手法、水質デ－タ解析手法等が、組織として標準化されているか 不明

流域の総合的管理の考え方があるか 重要三大流域が設定済みであり、ドナーの支
援も進んでいる。

対象水域の水質保全計画が策定されているか
下水道等のインフラ整備のため、全国計画や主要都市の整備計画があるか

水環境の悪化と健康・生活への影響に関する啓発活動をしているか 実施している。

水環境管理のために広範な関係者を動員する仕組みがあるか コミュニティレベルの組織が多く存在し、環境
啓発にも使われている。

四者(行政、市民、企業、大学・研究機関)が正確な環境情報を共有しているか
市民が自主的に河川や水路の清掃活動をしているか
市民が水質の簡易測定等を通じて、意識を向上し、汚染源への働きかけを強化して
いるか

していない。

水質汚濁問題に関心を喚起するため、国レベル、地方レベルで、環境状況報告書が
作成され公開されているか

ドナーの協力があるとプロジェクトで立派な報
告書が作成されるが、自主的継続的活動とし
ての定着はまだ弱い。

コンテンツ(教材、マニュアル等)が開発されているか VCEPで環境教育教材を開発している。

アクセサビリティ(資料配付、体験学習、広報活動等)の改善に取り組んでいるか

リーダー養成に取り組んでいるか
ネットワークが形成されているか 既存のネットワークを活用（青年同盟、婦人同

盟、退役者同盟など）
学校で環境教育に取り組んでいるか パイロット的に実施している段階

信頼できる水質分析会社が成長しているか 分析会社は存在するが、品質管理がまだ不十
分に見える。

環境コンサルタントが成長しているか 競争が進んでいる。

水質汚濁関連のコンサルティング企業(クリーナープロダクション、節水技術等)が
成長しているか

存在する。

民間技術者に対する公的な技術力認定制度（公害防止管理者、環境計量士等)が導入
されているか

ない。
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(24) 実行ある法制度の整備 3
      (環境基準の制定)

（31) 環境関連企業の振興
       以下のサブ目標を含む
       ・環境管理への企業参入推進
       ・環境保全産業の振興

(30) 環境教育・環境学習
      以下のサブ目標を含む
      ・水環境保全への意識啓発

(26) 水管理政策の策定
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

(27) 水質管理計画の作成
      以下のサブ目標を含む
      ・行政担当官の能力向上

(29) コミュニティの環境管理
      能力

(25) 実行ある法制度の整備 4
     (排水基準の制定)
      以下のサブ目標を含む
      ・規制の適切な運用の
        ためのシステム開発
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